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別添 

準備書についての公述意見及び事業者の見解 

№ 公述意見 事業者の見解 

1 

 皆さん、公述人１番の Aといいます。岸和田市の市議会議員をしてお

ります。今日は機会を頂きましたので、意見を述べさせていただきま

す。 

 まず、産業廃棄物の炉です。これは私も身近に感じておりまして、ほ

かにもこういう問題があります。産廃の焼却炉は、市街地にはノーだと

思うんですけれども、やむを得ず作る場合は、とにかく周辺に害がない

ように。害というのは、排出される排ガスからいろんな成分が出ます。

煙突を高くすればするほど広く拡散してくれます。 

 まず、今日はこの煙突の高さと環境への影響ということで話します。

皆さん、よくご存じの方がおられますけれども、煙突から出る排ガスの

スピードよりも、0.67倍以上風速が強くなると、この煙突の下流側に渦

ができます。この渦によって、このガスが下に下がってくるという現象

になります。こういうフラットな、これをダウンウォッシュ現象、煙突

後流といいます。それから、煙突の手前に山とか建物があると、この平

地から吹いてきた風が上に上昇します。そして、この煙突の後ろでまた

引き込まれて下に下がると。 

 こういう地形後流、すなわち地形があると、例えば山があったりビル

があったりするとこういう流れになって、ここにガスがたくさん下りて

くると。これをダウンドラフトといいます。こういうものを計算するの

は従来、こういう大気拡散式とかこういうものがあるんですけれども、

私は現役の頃、スーパーコンピューターでこういう流れの解析をやって

いました。ですから、非常に環境アセスメントというのは関心がありま

して、今は現役を退いているんですけれども、こういうことを当時のス

ーパーコンピューターでどんどんやっていました。このような現象っ 

建物や煙突の存在によって生じるダウンウォッシュ現象やダウンドラ

フト現象による影響について見解をお示しします。 

準備書では、煙突排ガスの 1時間値濃度の予測(短期予測)において、

①煙突によるダウンウォッシュ発生時(これをダウンウォッシュ現象が

発生した時として）、②建物によるダウンウォッシュ発生時(これをダウ

ンドラフト現象が発生した時として）、それぞれの場合での影響予測を

行っています(準備書 P275～279参照）。 

ここで、事業計画地周辺の地形を国土地理院の地図(地理院地図電子

国土 Web)を用いて確認すると、事業計画地(新規焼却炉の設置場所)は標

高約 140mとなっています。新規焼却炉の煙突高さは 50mであるため、

煙突の頭頂部は標高約 190mとなります。対して、事業計画地の西側に

位置する丘陵部は標高約 170mとなっていることから、煙突との高低差

は約 20mあることになります。 

準備書での②煙突排ガスの建物によるダウンウォッシュ発生時におけ

る影響予測では、周辺の建物の高さを 30mと想定し計算しています。こ

れは、煙突の頭頂部(50m)より 20m 低いことになり、標高に直せば 170m

として計算していますので、ご意見にあります事業計画地の西側の小高

い丘におけるダウンドラフト現象による影響予測と同等のものであると

考えています。 

次に、①煙突によるダウンウォッシュ発生時(ダウンウォッシュ現象

発生時)及び②建物によるダウンウォッシュ発生時(ダウンドラフト現象

発生時)における、煙突高さを変えた場合の影響予測を参考として行い

ましたので、その結果を下記にお示しします。 

煙突高さは、地上 29m(現行施設と同じ高さ)、50m(新規焼却炉の煙突 
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て、地形後流というのは、動脈瘤というのが、血管の壁に何か異物がで

きると、その後ろにどんどんたまってきて、だんだんとここの血管の流

れが早くなって膨れてくるというような現象。流体力学でこれもやった

んですけど、こういう現象です。 

 次に、じゃあ煙突の高さと排ガスの拡散、高ければ高いほど遠くへ行

く、薄くなると。これは皆さん誰でも分かることなんですけど、じゃあ

どれぐらいかというと、現在この近くにある高いのは岸和田貝塚クリー

ンセンターといって、100メートルの煙突があります。それから、大阪

の舞洲工場で、これは 120メートルです。東京の有明清掃工場で 140メ

ートル。それから、一番日本で高いと言われているのが、東京のこの

210 メートル。ただ、これらは産業廃棄物を燃やしていません。一般家

庭ごみです。でも、市街地ですから特に高いんです。高ければ高いほ

ど、これは例えば 50メートルですと、80メートル、150メートルと、

やはり高ければ下の方に下がってきません。ずっと遠くに流れていきま

す。住宅の近くに産廃焼却炉を設置している自治体は、全国私の調べた

限りではほとんどありません。私も経験があるんですけれども、この和

泉エネルギープラザにも見学に行きました。それから、そこが運営して

いる三重県の方にも見学に行きました。非常にきつい臭いがします。嫌

な臭いがします。だから、やはりこれは、この煙突の高さの影響でもあ

ります。元々なければそれに越したことはありませんが、このような、

煙突が高ければ高いほど遠くの方まで行って希釈されると。 

 じゃあ、どの程度薄くなるかというと、次のグラフですけれども、こ

の資料は私が計算したものではなくて、東京の八王子市で一般家庭ごみ

のためのセンターを造る時に、じゃあどれぐらいの高さにしようかとい

うことで、拡散式で計算したものです。平坦な土地に煙突が建っている 

高さ）、100m、150mの 4ケースとしています。 

 

【①煙突によるダウンウォッシュ発生時(ダウンウォッシュ現象発生時)

での予測結果について】 

4ケース（29m、50m、100m、150m）における「風下濃度図」及び「環

境濃度予測結果」を参考として下記にお示しします。 

本予測においては、煙突高さ 4ケースとも、準備書 P275～276に記載

している(ｴ)煙突によるダウンウォッシュ発生時の排ガスの排出条件、

気象条件、予測モデルを使用しています。 

【煙突によるﾀﾞｳﾝｳｫｯｼｭ発生時の風下濃度図】 
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場合、ここから排出されるものがどの辺に着地して、その ppm、これは

100 万分の１の単位ですけれども、そういう、どれぐらいになるかとい

うのを計算したグラフです。これは、100メートルと 59メートルという

のはこれぐらい違うんです。かなり違います。高さは 1.7倍ぐらいしか

違わないんですけど、かなり差があります。これをここのグラフに書き

直しますと、この赤が 59メートルのやつ。それから、このブルーが 100

メートルの煙突。だいぶ濃度が下がっています。現在、エネルギープラ

ザにあるのが、29メートルと聞いているんですけれども、その 29メー

トル、私は計算したことがないんですけれども、このグラフと同じ計算

の方法でやると、かなり高くなるんです。これが 29メートルですね。

今度 50メートルぐらいにするということで、この途中になるんですけ

れども、私は可能な限り、とにかく人間の体、人体に影響がない、とに

かくない方がいいんですけれども、あったとしても極力少なくすると。 

 それは、あそこの地形から考えると、ちょうどエネルギープラザの西

側に小高い丘があって、その上に木も立っているんですけど、そうする

と、先ほど言ったダウンドラフトという現象が起こっているはずです。

そうすると、山の高さを測定していませんけれども、聞くところによる

と 120メートル、140メートルぐらいありそうなんです。そうすると、

100 メートルではちょっと無理じゃないかと。やっぱり最低 150メート

ルないと、エネルギープラザの周辺に濃度の高いのが降ってくると。だ

から、私が数年前に行った時に臭ったのは多分、それだと思うんです。

ものすごく臭かったです。それは伊賀の、三重県の方も同じ匂いでし

た。だから、煙突が全く低いと感じています。だから今度、事業者の方

がこういう計算をやって、ちゃんとコンピューターで計算するなり、と

にかく可視化して、普通の一般の人が理解できるように説明してほしい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【煙突によるﾀﾞｳﾝｳｫｯｼｭ発生時の環境濃度予測結果】 
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＜二酸化硫黄＞ (単位:ppm)

設定条件
風下距離

(m)

①煙突排ガス

の排出による
寄与濃度

②ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝ

ﾄﾞ濃度

③環境濃度

〔①＋②〕
環境基準値

煙突高さ29m

(現行施設の煙突と同じ高さ)
240 0.007 0.013

煙突高さ50m

(新規焼却炉の煙突高さ)
540 0.002 0.008

煙突高さ100m 1200 0.001 0.007

煙突高さ150m 1860 0.000 0.006

0.006
1時間値が
0.1ppm以下
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と。すなわち、絵を作ってくださいと。先ほどのコンピューターで計算

すると、流れが可視化するんです。前、コロナで飛沫がどのように飛ぶ

かというのをよくテレビでやっていましたでしょ。ああいうのは全部ス

ーパーコンピューターで計算するんです。数学モデルを使ってやるんで

すけど。やっぱりそういうことをやって、一般国民、市民にも分かるよ

うなデータを出してくださいと。事業者の場合、理屈こねていろんなこ

と言うんですけど、そうじゃなくて、見せてくださいということです。 

 最後、私が伝えたいことは、とにかくダウンドラフト、ダウンウォッ

シュ現象による排ガスの地上への影響を、極力少なくしてくださいと。

すなわち、煙突の高さを周囲の山などの最高よりもずっと高くしてくだ

さいと。ただ、あまり高くすると、500メートルぐらいにすると今度、

飛行機が飛びますから、いろんな制限がありますから、とにかくその制

限内で高くしてくださいと。事業者は、高くするとお金かかりますっ

て、煙突の下の面積がものすごくたくさん要ります。私はエネルギープ

ラザを見学しましたけど、あそこでは 150メートルの煙突というと、一

番下が 20平方メートル、もっとになるかも分からないから、焼却炉は

造れないと思います。そんな場所だと環境が悪いです。それで、ここで

は現在の焼却炉の煙突高さ 20メートルです。これを、今度は 50メート

ルにすると書いています。100メートル、150メートル、この４ケース

を計算で、エネルギープラザ周辺の地形を考慮して、すなわち山の高

さ、雑木林の高さなんかを考慮して、排ガスの流れの解析をコンピュー

ターシミュレーションしてくださいと。そして、実施したのであれば、

その解析結果を図示してください。そういうことを要求したいと思いま

す。もし解析を行っていないのであれば早急に実施して、周辺の和泉市

民、岸和田市民、周辺の自治体の市民に公表してくださいということで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜二酸化窒素＞ (単位:ppm)

設定条件
風下距離

(m)

①煙突排ガス
の排出による
寄与濃度

②ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝ
ﾄﾞ濃度

③環境濃度
〔①＋②〕

指針値

煙突高さ29m

(現行施設の煙突と同じ高さ)
240 0.007 0.042

煙突高さ50m

(新規焼却炉の煙突高さ)
540 0.002 0.037

煙突高さ100m 1200 0.001 0.036

煙突高さ150m 1860 0.000 0.035

＜浮遊粒子状物質＞ (単位:mg/m
3
)

設定条件
風下距離

(m)

①煙突排ガス
の排出による
寄与濃度

②ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝ
ﾄﾞ濃度

③環境濃度
〔①＋②〕

環境基準値

煙突高さ29m

(現行施設の煙突と同じ高さ)
240 0.0014 0.072

煙突高さ50m

(新規焼却炉の煙突高さ)
540 0.0004 0.071

煙突高さ100m 1200 0.0001 0.071

煙突高さ150m 1860 0.0000 0.071

＜塩化水素＞ (単位:ppm)

設定条件
風下距離

(m)

①煙突排ガス
の排出による
寄与濃度

②ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝ
ﾄﾞ濃度

③環境濃度
〔①＋②〕

目標環境濃
度値

煙突高さ29m

(現行施設の煙突と同じ高さ)
240 0.006 0.013

煙突高さ50m

(新規焼却炉の煙突高さ)
540 0.002 0.009

煙突高さ100m 1200 0.000 0.007

煙突高さ150m 1860 0.000 0.007

0.007 0.02ppm以下

注)目標環境濃度は、「大気汚染防止法に基づく窒素酸化物の排出基準の改正等について」(昭和
   52年通達環大規第136号)に示された塩化水素の排出基準を設定する際に用いた目標とする環
　 境濃度を示す。

0.035
1時間値が
0.1～0.2ppm

以下

注)指針値は、「二酸化窒素に係る環境基準の改定について」(昭和53年7月環大企第262号)による
　 暴露の指針値を示す。

0.071

1時間値が

0.20 mg/m3

以下
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す。 

 

 

上記の図や表に示すように、煙突が高くなるに従って煙突排ガスによ

る寄与濃度は低くなる傾向にありますが、大気質のいずれの項目も、煙

突高さ 29mを除き、50m、100m、150m の 3ケースにおいては、環境濃度

（寄与濃度＋バックグラウンド濃度）に大きな違いは見られませんでし

た。また、4ケースいずれも大気質の環境濃度は環境基準値等の目標値

を十分に下回る結果となっています。 

 

【②建物によるダウンウォッシュ発生時(ダウンドラフト現象発生時)で

の予測結果について】 

4ケース（29m、50m、100m、150m）における「風下濃度図」及び「環境

濃度予測結果」を参考として下記にお示しします。 

本予測においては、煙突高さ 4ケースとも、準備書 P276～277に記載

している(ｵ)建物によるダウンウォッシュ発生時の排ガスの排出条件、

気象条件、予測モデルを使用しています。 

 

【建物によるﾀﾞｳﾝｳｫｯｼｭ発生時の風下濃度図】 
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 【建物によるﾀﾞｳﾝｳｫｯｼｭ発生時の環境濃度予測結果】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜二酸化硫黄＞ (単位:ppm)

設定条件
風下距離

(m)

①煙突排ガス
の排出による
寄与濃度

②ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝ
ﾄﾞ濃度

③環境濃度
〔①＋②〕

環境基準値

煙突高さ29m

(現行施設の煙突と同じ高さ)
420 0.006 0.012

煙突高さ50m

(新規焼却炉の煙突高さ)
540 0.004 0.010

煙突高さ100m 660 0.002 0.008

煙突高さ150m 720 0.001 0.007

＜二酸化窒素＞ (単位:ppm)

設定条件
風下距離

(m)

①煙突排ガス
の排出による
寄与濃度

②ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝ
ﾄﾞ濃度

③環境濃度
〔①＋②〕

指針値

煙突高さ29m

(現行施設の煙突と同じ高さ)
420 0.006 0.041

煙突高さ50m

(新規焼却炉の煙突高さ)
540 0.004 0.039

煙突高さ100m 660 0.002 0.037

煙突高さ150m 720 0.001 0.036

＜浮遊粒子状物質＞ (単位:mg/m3)

設定条件
風下距離

(m)

①煙突排ガス
の排出による
寄与濃度

②ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝ
ﾄﾞ濃度

③環境濃度
〔①＋②〕

環境基準値

煙突高さ29m

(現行施設の煙突と同じ高さ)
420 0.0012 0.072

煙突高さ50m

(新規焼却炉の煙突高さ)
540 0.0008 0.072

煙突高さ100m 660 0.0004 0.071

煙突高さ150m 720 0.0003 0.071

0.006
1時間値が
0.1ppm以下

0.035
1時間値が
0.1～0.2ppm

以下

注)指針値は、「二酸化窒素に係る環境基準の改定について」(昭和53年7月環大企第262号)による
　 暴露の指針値を示す。

0.071

1時間値が

0.20 mg/m
3

以下
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上記の図や表に示すように、煙突が高くなるに従って煙突排ガスによ

る寄与濃度は低くなる傾向にありますが、大気質のいずれの項目も、煙突

高さ 29mを除き、50m、100m、150m の 3ケースにおいては、環境濃度（寄

与濃度＋バックグラウンド濃度）に大きな違いは見られませんでした。ま

た、4ケースとも環境濃度は環境基準値等の目標値を十分に下回る予測結

果となっています。 

最後に、新規焼却炉の煙突高さを 50m に設定したことについて、見解

をお示しします。新規焼却炉の煙突高さは、現行施設の煙突高さ(29m)よ

りも高くすることを前提に、当社グループの焼却施設の煙突高さ(40～

50m 程度)を参考としつつ、大気への影響や航空法の規定、景観面を考慮

して、最終的に 50mと設定しています。なお、上記の煙突高さの違いによ

る予測結果からも、煙突高さ 50m での環境濃度は、100m、150m の場合と

大きく違いはなく、環境基準等の目標値を十分に下回る結果となってい

ますので、高さが 50m であっても環境基準等の達成と維持に支障を及ぼ

さないものと評価しています。 

 

＜塩化水素＞ (単位:ppm)

設定条件
風下距離

(m)

①煙突排ガス
の排出による
寄与濃度

②ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝ
ﾄﾞ濃度

③環境濃度
〔①＋②〕

目標環境濃
度値

煙突高さ29m

(現行施設の煙突と同じ高さ)
420 0.005 0.012

煙突高さ50m

(新規焼却炉の煙突高さ)
540 0.003 0.010

煙突高さ100m 660 0.002 0.009

煙突高さ150m 720 0.001 0.008

0.007 0.02ppm以下

注)目標環境濃度は、「大気汚染防止法に基づく窒素酸化物の排出基準の改正等について」(昭和
   52年通達環大規第136号)に示された塩化水素の排出基準を設定する際に用いた目標とする環
　 境濃度を示す。
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1 

焼却炉の中の温度が低下した場合、ガスが出ます。そのまま放出しな

いでくださいと。これは再燃焼させてくださいと。そういう装置が付い

ていますかということです。これは、私が３年前、岸和田にある会社

が、スクラップ、産廃を燃やして、大変きつい臭いがしたんです。原因

は、排ガス温度が低下して非常に危険な臭いがしたんです。これはもう

私が直接行って、その会社の社長と直談判して、煙突を 24メートルか

ら 50メートルにしてもらいました。だいぶ改善したけれども、まだ少

し残っています。 

この臭いは、乳幼児、子供たちに一番悪いんです。だから、未来の子

供たちのために、こういうものを地域に造らない。とにかく、人里離れ

たところに造る。日本は狭いですけれども、とにかく環境に十二分に配

慮して、できれば造らない。 

 

燃焼室を適切な温度に保つように燃焼用空気量を調節し、必要に応じ

て助燃バーナーによる助燃を行う計画です。 

また、ご意見にあります臭気についてですが、今回計画している新規

焼却炉に関して、排ガスからは臭気は発生しないものと考えています。 

臭気の原因と考えられる廃棄物については、それらを保管する廃棄物ピ

ット等を屋内に設置し、建屋外に臭気が漏洩することを防止します。さ

らに、ピット内の臭気を焼却炉の燃焼用空気として押込送風機により吸

込むことで、廃棄物ピット内が負圧となり臭気の漏洩を防ぐとともに、

850℃以上の炉内で臭気を熱分解します。このような環境保全対策を講

じることで、施設及び排ガスから臭気は発生しないと考えています。 

本事業は、環境影響予測において、環境基準等の達成と維持に支障を

及ぼすものではないという結果が得られており、周辺環境に十分配慮し

た計画であると考えています。 

さらに、今回計画している施設の稼働後においては、排ガスによる大

気質のみならず、他の環境項目についても併せて環境保全措置を講じる

ことで、周辺への環境負荷を低減し、周辺環境に十分配慮した事業とな

るよう努める所存です。 

 ごみをリサイクルするようなものをしていかないと、燃焼して地球に

出すと温暖化の原因になりますから。健康にいいこと一つもありません

から。この辺は十分やって、事業者の方に要求をして、お願いをして、

本日の公述を終わります。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 当社では、循環型社会形成推進基本法に規定されている循環資源の循

環的な利用及び処分の原則に基づき、廃棄物のリサイクル、処分を行っ

ています。以下に、当社が和泉市で行う廃棄物のリサイクル、処分につ

いて説明します。 

当社は、大阪府和泉市の「テクノステージ和泉」内において、廃棄物

の中間処理施設（選別破砕施設）を設置しており、今回の新規焼却炉と

併せて一体的に運営する計画としています。受け入れる廃棄物は、A：

建設系の混合廃棄物、B：工場系の廃棄物、C：医療系の廃棄物を想定し 
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1 

 ています。 

受入時点からの廃棄物の処理過程は下記のとおりになります。 

A：建設系で発生する混合廃棄物（プラスチック、紙くず、木くず、

繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、がれき類の８品目）につ

いて。 

これらの混合廃棄物は、まず中間処理施設（選別破砕施設）で受け入

れます。選別、破砕による中間処理の過程で、マテリアルリサイクルや

ケミカルリサイクルできるもの（受入物全体の 4割程度）を選別、回収

し、再生利用に回します（①）。その後に残った汚れの多い等のどうし

ても再生利用できない廃棄物を、さらに不燃物（②）と可燃物（③）に

分別します。その結果、再生利用できない可燃系の廃棄物を、新規焼却

炉において焼却します（約 100t/日想定）（③）。 

B：工場系で発生する廃棄物（燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカ

リなど）について。 

これらの廃棄物について、再生利用できるものは、和泉市の施設では

なく当社グループ内の別施設において再生利用しています（④）。それ

以外のどうしても再生利用できない廃棄物は、新規焼却炉で受け入れ、

焼却します（約 100t/日想定）（⑤）。 

C：感染性廃棄物について。 

再生利用することができないので、新規焼却炉において焼却します

（約 20t/日想定）（⑥）。 

和泉市での事業を含め当社グループでは、廃棄物の処理過程におい

て、マテリアルリサイクルやケミカルリサイクルできるものは、まず第

一に再生利用に回しています（①、④）。そして、残った再生利用でき

ない可燃系廃棄物（③、⑤、⑥）は焼却しますが、その際、発生する熱 
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 エネルギーを回収し、発電利用するサーマルリサイクルを行いますの

で、最後まで循環資源の循環的な利用への取り組みを推進しているもの

と考えています。最後に残った、再生利用できず焼却もできない不燃物

については、埋立処分します（②）。最後まで利用できるものは利用し

た後に最終処分に回しますので、最終処分量の低減にも寄与しているも

のと考えています。 

今後も、当社はグループ全体として、①や④に示しているようなマテ

リアルリサイクル等による資源の再生利用に取り組み、再生利用率がさ

らに向上するよう努める所存です。 

なお、当社グループでは、当社グループの理念、歩み、資源循環に係

る事業をはじめ、さまざまな取り組みを知っていただくためのサスティ

ナビリティレポートを発行していますので（下記 HPアドレス参照）、ご

覧いただけますと幸いです。 

HPアドレス：https://www.dinsgr.co.jp/csr/policy/ 

2 

 兵庫県立大学名誉教授の Bでございます。気象学と大気環境学が専門

でありまして、私、岸和田市に住んでおりますので、この問題について

意見を述べたいということであります。 

 私が述べる意見はこの３点であります。風向が、東と南のこのダウン

ウォッシュ時に、事業者の西側の丘の頂上における煙の高度と、その風

下の濃度の検討が必要だというのが第１点で、それで、煙突高さを 50

メートルから 100メートルにしていただきたいと。安全側でやるべきだ

と提案したいと思います。 

 それから、２番目は年平均の最高濃度地点は、１方向南側にずれる。

これは指摘事項であります。 

 ３番目が、排ガスの有害物質濃度、事後調査の期間は５年の制限を付 

左記の 3点のご意見への見解については、下記にお示しします。 
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2 

けないと。この３点についてお話したいと思います。 

 この３点について詳しく書いた資料は、既に大阪府のアセス担当のと

ころに、事業者の見解に対する意見というのと、それの付属資料をお送

りしておりますので、それを正式資料として扱っていただきたいという

ことであります。 

 

 今日は、その中の概要について、簡単に分かるように、このパワーポ

イントを使ってお話したいと思います。この準備書で使われているのは

プルームモデルと言われておりますけれども、これは平坦地で煙がこう

いうふうに拡散するというモデルでありまして、大阪府の総量規制なん

かにもこのモデルが使われていたと。平野での拡散としてはいいモデル

だと思います。 

 一方、山地形でありますが、こういうところになりますと、煙の流れ

は平野とは変わりまして、これは二次元の山でありますけれども、山の

数倍高いところでは水平方向に風は流れるわけですけれども、山肌に近

いところになりますと、低いところではこういうふうに山の斜面に沿っ

て流れるというのが基本であります。それと、山の風下側にこういう渦

ができると。剥離渦とかウエイクとか呼ばれておりますけれども、こう

いうものができて、排ガスがこの中に巻き込まれるという現象が起きま

す。 

 それで、実際にこの新しい煙突の予定地、ここなんですけれども、こ

この西側にこういう丘があるわけであります。丘の一番高いところが標

高 170メートル。その上に 10メートルの樹林が生えております。この

事業所の敷地は標高 140メートルであります。それで、今、南東の風を

想定しているわけですけれども、そういうふうになりますと、煙が丘の

上を流れるわけですけれども、煙突の高さ 50メートルでダウンウォッ 

事業計画地周辺の建物や地形等を再現し、煙突高さ 50mのケースで、

ダウンウォッシュ発生時での環境影響が最大となると考えられる西側の

丘において、参考として塩化水素の１時間値濃度を予測しました。 

本予測における条件として、西側の丘で環境濃度が最大となると考え

られる東寄りの風で、風速は 15m/sと設定し、西側の丘での流れ場につ

いては、k-ε乱流モデルと拡散方程式を用いました。なお、この条件で

予測する場合が、他の風向の場合より環境濃度が最大となると考えられ

るため、他の風向での予測は行いませんでした。 

また、塩化水素で予測したのは、準備書での 1時間値濃度の予測（建

物によるダウンウォッシュ発生時)（準備書 P278～279）において、他項

目と比べて、環境基準等の目標値に予測値が一番近接している項目であ

ったこと等からになります。 

予測結果は、下記の「3次元予測結果の濃度分布図」に示すとおりで

す。 
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2 

シュが起きた時に、煙は平地であれば、水平に地上から 50メートルを

流れるわけですけれども、丘がありますので、この丘の上で見ると、水

平に取った距離と、その丘の樹林の上までの距離は 10メートルしかあ

りません。 

 ですので、ちょっと地上に流れるのとは状況が違ってくると。こうい

う風下に、傾斜が変わるところで渦ができます。これに煙が巻き込まれ

るということが起こるわけであります。ですので、こういうのをダウン

ドラフトと呼んでいるわけであります。 

 これが今言ったことの説明ですけれども、平坦地での拡散モデルで

す。現在 50メートルでこういうふうに流しているわけですけれども、

ここを丘に沿って流れますので、丘の上からの煙までの距離、これをち

ゃんと求めるということが必要だと。正確には、こういう地形とかに、

その前にある建物なんかをモデルに入れて、数値計算で流れ場とか乱流

を求めるというふうにやっていただきたいということであります。そう

いうことをやる必要があるということであります。 

 単純に平坦であると考えて、この煙突の高さを 10メートルにした場

合と 60メートルにした場合で濃度を計算したわけであります。それが

これなんですけれども、10メートルの濃度がこれであり、こっちが風下

距離で、縦軸は濃度ですけれども、60メートルの濃度がこれになりま

す。それで結局、最大着地濃度は、10メートルから 60メートルに変え

ると 40分の１になるということが、この結論であります。 

【3次元予測結果の濃度分布図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記濃度分布図では、西側の丘の上での寄与濃度は 0.002ppmとなっ

ており、これにバックグラウンド濃度 0.007ppmを加えた環境濃度は

0.009ppmとなります。 

また、最大着地濃度は、丘を越えて下る途中の地表付近となり(拡大

図参照)、その寄与濃度は 0.004ppm で、これにバックグラウンド濃度

0.007ppmを加えた環境濃度は 0.011ppmとなります。 

ここで予測した塩化水素の環境濃度は、全て目標環境濃度(0.02ppm)

を下回っていましたので、ダウンウォッシュ発生時の影響については、

環境基準等の達成と維持に支障を及ぼすものではないと考えています。 

 次に、新規焼却炉の煙突高さを 50mに設定したことについて、見解を 

0.001

0.005

15m/s

計画施設
西の丘

全体図

拡大図
凡例

西の丘
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 お示しします。 

新規焼却炉の煙突高さは、現行施設の煙突高さ(29m)よりも高くする

ことを前提に、当社グループの焼却施設の煙突高さ(40～50m程度)を参

考としつつ、大気への影響や航空法の規定、景観面を考慮して、最終的

に 50mと設定しています。煙突高さは高い方が、寄与濃度は低くなる傾

向にありますが、今回の準備書での大気質に係る予測値及び上述の参考

予測値の結果から、煙突高さが 50mの場合であっても、環境基準の達成

と維持に支障を及ぼさないものと評価しています。 

さらに、今回計画している施設の稼働後においては、排ガスによる大

気質のみならず、他の環境項目についても併せて環境保全措置を講じる

ことで、周辺への環境負荷を低減し、周辺環境に十分配慮した事業とな

るよう努める所存です。 

 それから、２番目の問題ですけれども、年平均濃度が１方向北にずれ

ているということでありますけれども、地表の気象観測点がここにあり

まして、地上から 10メートルから測っているわけです。西からの風が

吹いている時に、ここは色々データを検討してみると、西南西の風にな

っている、１方向ずれているということであります。これは大きな地形

の影響だということを説明資料の中に書いております。いわゆる後流、

ウエイクではなくて、こういう大きな地形な影響だということでありま

す。ここに書いておりますけれども、上をこういうふうに風が流れてい

る場合、谷の中ではこういうふうに風向がずれて流れている。ここは谷

になっておりますので、それで風向がずれていると考えております。そ

れは、ここで高層気象を観測しておりますので、そのデータを使えば、

地上 10メートルと 50メートルの風向差は明らかに出ますので、そうい

う解析をやって検討していただきたいということであります。 

地上気象と高層気象の観測結果を比較するに際して、双方の観測方法

の違いを先に説明します。 

･地上気象の観測は、「地上気象観測指針」に従い、各時刻の正時前 10

分間の平均風向風速を 1時間値として取り扱っています。 

･一方、高層気象の観測は準備書 P219 表 7-1-10に記載の各時刻におい

て観測ゾンデを取り付けたパイロットバルーンを放球することにより

高度別に瞬時の風向・風速を観測しています。 

以下に示す観測結果は、上記の観測方法の相違を含むことを前提とし

ています。 

まず、高層気象観測(4季・計 252 回観測)より得られた地上 50mの風

向と、その時刻に合わせた地上気象(事業計画地近傍地上 10m)の風向を

比較するための散布図(バブルチャート)をお示しします。なお、どちら

か一方の風速が Calm(0.4m/s未満)である場合は、データを除外してい 
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 これが、現在出している年平均の濃度分布で、ここが最高濃度になっ

ているわけですけれども、ここに１風向のずれがありますので、結局こ

れが南に１風向ずれると。時計回りに１風向ずれると。そういうことを

考察なんかに入れていただきたいということであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

るため、サンプル数は 240となっています。 

 

<高層気象(地上 50m)と地上気象(地上 10m)の風向の散布図(バブルチャート)> 

 

※図中の円は頻度が高いほど大きくなる。 ※バブルチャートの右上部を取り 

                     出し、頻度を数値化したもの。 

 

左記のご意見では、高層で西の風が吹いているとき、地上では西南

西の風となり１方向ずれているのではないかとのことですが、上記散

布図を見ますと、高層(横軸)の風向が「西」であるとき、地上(縦軸)

での風向も「西」である頻度が最も高く、次が「西南西」となってい

ます。したがって、この結果からは、必ずしもご意見にあります１方

向ずれているとは言い切れないと考えます。 

次に、地上 50mの高層気象の観測結果、及びその時刻に合わせた地

上気象(事業計画地近傍地上 10m)の観測結果をもとに作成したそれぞれ

の風配図をお示しします。 
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 <高層気象(地上 50m)観測結果>     <地上気象(地上 10m)観測結果>  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 双方の風配図を比較しますと、高層(地上 50m)の風向は「西南西」の

頻度が最も高く、地上(地上 10m)の風向は「西」の頻度が最も高くなっ

ており、高層と地上の主風向にはずれが生じています。けれども、双

方の風向の相関を「窒素酸化物総量規制マニュアル P184」に記載のベ

クトル相関(近似式）でみると、相関係数は 0.865であり、双方には強

い相関関係があると確認できます。 

 

 また、高層(地上 50m)の風配図と地上（地上 10m）の昼間の風配図

(通年観測結果)を比較してみると、主風向は同じ西南西となっていま

す(下図参照)。 
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 <高層気象(地上 50m)>      <地上気象(地上 10m) 昼間> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上より、同日、同時刻における高層と地上の風向の比較において

は、高層が西風のとき地上も西風の場合が多く、風向にずれが生じて

いるとは言い切れないこと、風向全体で見れば高層と地上のそれぞれ

の主風向にずれは生じているものの、双方の風向には強い相関がある

ことが確認できました。また、高層と通年観測での昼間の地上での風

向の比較においてはそれぞれの主風向が同じであったこと、これらを

総合的に勘案すると、準備書において地上気象の観測結果を用いた大

気質の予測は、適切であったと考えます。 

 それで、事後調査でありますけれども、現在の事業者の回答の中に、

５年間、大気汚染の測定をすると書いてあるんですけれども、これは有

害大気汚染物質が排出される施設なので、５年間で測定をやめるのでは

なくて、継続的に大気汚染物質濃度の確認を求めるということでありま

す。ダイオキシンについては、法律で毎年１回以上の測定が義務付けら

れております。他の有害物質についても５年でやめる理由はなくて、継

続的に測定を求めるということであります。その法律は、このダイオキ 

排ガスの調査については、大阪府環境影響評価条例の手続きに基づ

く事後調査において、5年間の測定を計画していますが、それ以降も、

大気汚染防止法等の法令に基づく排ガスの測定は継続し、その結果は

当社のホームページで公表します。 

 

　
(単位：m/s)

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW 8.0≦u

6.0≦u＜8.0
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シン類対策特別措置法第 28条にちゃんと書かれています。ご確認くだ

さい。 

 

 まとめであります。これは、先ほど言ったことと同じでありますけれ

ども、風向が東と西の強風時に事業所の西側の丘の気象上における煙の

濃度と、その風下の濃度の検討が、数値計算モデルを使ってやる必要が

あるということであります。どういうモデルを使うべきであるかは私の

資料に書いておりますので、そういうのを事業者に渡していただいて、

見ていただければよろしいかと思います。大阪府の専門委員会も見てい

ただいたらよろしいかと思います。 

 その結果として、先ほどの計算結果から推定すると、煙突高さを 50

メートルから 100メートルにしていただきたいと。安全側にしていただ

きたいというのが要望であります。 

 それから、最高濃度地点は１方向南側にずれるということであります

ので、これは考察として書いていただいたらいいと思います。わざわざ

また計算をやり直すとか、観測をやり直すというのは労力が大変です

し、１方向ずれるということを考察に書いていただくということでいい

んじゃないかと思っています。 

 それから、３番目は、排ガスの有害物質事後調査について、５年間の

限定を付けない。ダイオキシンについては法律違反だということであり

ます。 

 以上３点でございます。 

左記のまとめに示されておりますご意見への見解につきましては、上

記にお示ししておりますので、ご参照ください。 

3 

 大阪市から来た Cといいます。私も主に大気汚染などの環境問題に取

り組んでいるもので、「大阪から公害をなくす会」で活動しておりま

す。 

 今回の環境アセス準備書に対する意見書を出していますけれども、そ 

現行施設であるガス化改質炉については、全国で過去 10年受注実績

はなく、サーモセレクト方式では国内最後の受注は和泉市の㈱クリーン

ステージであり、2025年 3月時点では全国の稼働施設が 5か所になると

聞いています（2024～2025年で 2 炉廃止）。なお、環境省の一般廃棄物 
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れ以後の検討でさらにちょっと疑問が出ましたので、今回の公聴会に応

じました。 

 私の基本的な考え方というのは、まずは、廃棄物は産廃も一廃もでき

るだけ減少させる。その上で、廃棄物は区分けして、リユースできるも

のはできるだけして、その後で残るものはリサイクルする。最後の最後

は、やっぱりどうしても焼却とかガス化改質炉の処理とか埋立てという

ので残ると思いますが、この焼却について、今回は話させていただきま

す。 

 まず、第１点目は、この新しい設備で疑問なんですけれども、方法書

の段階をちょっと見逃したので、今回こういう準備書の段階で話をさせ

ていただきますが、全くこれは後ろ向きの逆方向の設備じゃないかなと

思っています。今回ここに書きましたように、今の設備はガス化改質炉

という設備ですが、ここは新しい焼却炉になります。あと、もう一つ

は、ここに、ちょっと小さくて申し訳ないですけれど、「廃石綿等」と

書いてあるんですけど、これも非常に大きな問題だと思って話させてい

ただきます。 

 これは環境省のホームページから、ガス化溶融炉とかガス化改質炉

の、今の日本全体の流れを示したものですけれども、焼却炉というのは

2007年からずっと今もですけど、下がってきています。今は減らしてい

て、こちらの方は、軸は右と左でちょっとレベルが違いますけど、ガス

化溶融炉はずっと増えてきています。特に今、施設が造られた 2005年

頃から急に増えていますが、現在のガス化改質炉、サーモセレクト方式

というものを付けて、19年たったと書いてあります。ここでガス化溶融

炉とか改質炉というのは、環境省のホームページに書いてありますけれ

ども、この特徴は本当に優秀なんです。一番大きいのは、やはりダイオ 

処理実態調査報告（令和 3年度）の施設別整備状況によれば、直近５年

間（2021～2025年度）では、新設の焼却炉の約 85％（29/34施設）がス

トーカ方式となっています。 

ダイオキシン類の影響に関しても、今回採用するストーカ方式による

新規焼却炉は、法に定められた排ガス基準や焼却炉の構造基準等を十分

に満足するものであり、環境影響予測においても、環境濃度は低濃度

で、環境基準等の達成と維持に支障を及ぼさないものと評価していま

す。そのため、ストーカ方式においてもダイオキシン類に対し十分な対

策が講じられていると考えています。 
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キシンの発生量を極端に抑えられる。  

 それから、２つ目は処理した後、廃棄物を減容化して、しかも、そう

いう溶融固化物を、スラグを回収して、リユース、リサイクルできると

いうことです。ここには書いてないんですけれども、さらにアスベスト

も処理できる、今回アスベスト処理と書いてありますけれども、その設

備があるというところじゃないかと思います。 

 後でも読みますけれども、アスベスト含有建築建材というのは、今後

ますます廃棄物として出てきますし、特に、地震のような災害時には、

一度に大量に排出しますので、この処理装置はとても大事です。こうい

う設備をなくすということはとても理解できないということです。 

 ちなみにこれは、ちょっと字が小さくて申し訳ないんですが、他社の

『ＪＦＥ技報』という文献にも、技術的な特徴として書かれておりま

す。私はこういう分野は素人なのでよく分からないので、ここの専門的

な資料を使っていますけれども、ダイオキシンを発生させるのは 1,200

度で２秒、これも極端に抑えられるし、廃棄物は再資源化できるし、ガ

スは発生してもよりクリーンで、しかも経済的と書いてあります。 

新規焼却炉は、マテリアルリサイクルできるものを再生利用に回した

後に残ってしまう、汚れが多い等のどうしても再生利用できない廃棄物

を、できる限り埋立処分せずに焼却し、焼却による熱を回収して再生エ

ネルギーとして利用するサーマルリサイクル施設です。この詳細な内容

については、P9～11に詳しく説明しておりますので、こちらをご参照く

ださい。 

ガス化改質炉は、アスベストなどの難分解性とされる有害化学物質を

含む廃棄物の処理が可能であることや処理工程から発生する副産物は回

収され再資源化できることなど優位な点はあるものの、ストーカ炉と比

べ、廃棄物処理量 1ｔ当たりのエネルギー使用量や CO2排出量が多く、

エネルギー使用面では劣る施設であると考えています。さらに事業採算

性が非常に悪く、当社として安定的に事業を維持していくことは困難で

あると判断しており、社会インフラの強靭化を目指す当社の目的には合

致しない施設であると考えています。 

 そして、先ほど話しましたアスベストについてですけれども、アスベ

ストというのは、特別管理産業廃棄物と石綿含有廃棄物の２つに分かれ

ています。圧倒的に使われているのは、この石綿含有廃棄物なんです

が、世の中では、この石綿含有廃棄物というのは、ほかの産廃と混載し

て運ばれて持ち込まれるわけです。この廃石綿というのは、廃掃法で厳

密に言えば、これはもう絶対に区別して扱われているわけですけれど

も、このレベル３という 90％使われている世の中にある建材は、もう混

載されて扱われていますので、ここが非常に問題だと。これをしっかり

と処理できるのが大事だということを強調したいなと。 

新規焼却炉では、廃石綿や石綿含有廃棄物の処理はできませんので、

受け入れはしません。そのために、当社では処理委託契約を行う際に、

排出事業者側の情報開示義務により廃石綿や石綿含有廃棄物が含まれて

いないことをきちんと確認します。さらに、実際に廃棄物を受け入れる

際にも、展開検査等を行い、受入不適物がないか確認します。 

なお、石綿含有産業廃棄物については、廃棄物の処理及びその清掃に

関する法律（以下、廃掃法という）に基づき、他の産業廃棄物と混合し

ないよう区分した上で運搬及び処分をしなければなりません。混載され

ている場合は廃掃法違反となり、是正されるべきものと考えます。 
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 これは、大栄環境さんが大阪府から許可書をもらっているわけですけ

ど、石綿含有産業廃棄物というのを処理すると書いてあります。これは

多分、厳密に飛散がない石綿含有廃棄物を意味していると思いますけれ

ども、廃石綿も含めるか、このあたりはよく分かりませんが、そういう

ふうになっています。 

 

 これは、大栄環境さんのホームページを見たわけですけれども、昨年

度の 2022年度の特管石綿と書いてありますが、それだけで年間 74トン

も扱っています。処理しているわけです。しかも、毎月見ると少しずつ

ばらけているんです。これは月で書かれていますけど、ばらついていま

す。そこが問題だと思うんですけど。この中に、当然ですが多分、レベ

ル３って言われていた先ほどの石綿含有廃棄物、天井とか床材とか角材

とか縁材とか外装材など、建物を解体する時に出てくるものが入ってい

ると思うんです。ちょっとここでは言っておりません。 

現行施設であるガス化改質炉で処理した実績については、㈱クリーン

ステージのホームページにて公表しています。排出事業者側からの処理

委託量の増減により、月々の処理量にばらつきが見られます。 

レベル３建材（石綿含有成形板等）は、石綿含有産業廃棄物として、

普通の産業廃棄物に分類されます。一方で、廃石綿は、特別管理産業廃

棄物であり、双方は、種類が異なります。そのため、公表されている処

理量においても別々の記載になっています。 

 今回、この準備書になぜ納得できないかってことなんですけれども、

準備書には、高度な技術を要する今の施設です、維持管理等にメーカー

の技術的な支援を得られないというんですけれども、実績のある他のメ

ーカーを使われたら別にいいわけなんです。ということを一つ指摘して

おきたいなと私は思うわけです。この辺の説明がちょっと、もし詳しく

あればぜひ欲しいところです。 

 

 

 

 

 

 

現行施設のガス化改質炉は、当社とプラントメーカーらが共同して設立

した会社によって整備したものです。その後、当プラントメーカーは市

場性が見込めない等の理由で撤退したことから、現行施設は別のメーカ

ー（技術提供者）からの支援を受け、部品や部材等を調達していました

が、入手困難なケースも多くあり、特殊鋼材は類似品で代替するなど、

非常に苦慮しながら維持管理を続けていました。また、納期が年単位と

なる部品もあり、納期前に故障やトラブルが発生した際、場合によって

は炉を停止しなければならないリスクを常に抱えた状況にありました。 

なお、現行施設であるガス化改質炉については、全国で過去 10年受

注実績はなく、サーモセレクト方式では国内最後の受注は和泉市の㈱ク

リーンステージであり、2025年 3 月時点では全国の稼働施設が 5か所に

なると聞いています（2024～2025 年で 2炉廃止）。 
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 アスベストですけど、先ほど言いましたように、２月９日の回答書に

は、きちっと区分しますと、展開検査、多分これ分解するんでしょうけ

ど、中身を見ると思うんですけど、処理と分解っていうんですけど、本

当にできるんでしょうかと。今現在、ずっと今はこの石綿等を含んだ廃

棄物を持ち込んで処理されているのに、取り壊したらこれからどうなる

んでしょうねということです。ということで、やはり現在の設備のガス

化改質炉を改良したものでなぜしないのかということを指摘したいんで

す。 

当社では処理委託契約を行う際に、排出事業者側の情報開示義務によ

りアスベストが含まれていないことをきちんと確認します。さらに、実

際に廃棄物を受け入れる際にも、展開検査等を行い、受入不適物がない

か確認します。 

なお、石綿含有産業廃棄物の処理に関しては、当社グループの最終処

分場で処理することが可能です。 

 

 これは、建設廃棄物適正処理の手引という、環境省の 2021年度の書

類から見たものですけれども、政府が調査したところ、この産業廃棄物

の不当投棄が後を絶たずと書いてあります。その解決が非常に難しい

と。こういう状況下で、この管理型廃棄物と一般廃棄物を偽装の可能性

というのは非常にありますし、どのようにこれからやられるかというの

は非常に疑問だということを指摘せざるを得ません。 

 廃棄物の処理に関して、当社は処理・処分業許可業者としてこれまで

適正に廃棄物の処理を行ってきています。今後も法令遵守のもと適正処

理を継続していきます。 

 これは準備書にある、現行の施設の概要と、右側が新規だと準備書に

書いてあるのですけど、この辺の記載の表を見て、本当にがっかりした

ところです。大気汚染を改善させる立場から言うと、明らかに逆行して

いるというのが、処理量が 95トンから、今回 220トンに上がります。

先ほど言ったように、設備をガス化改質炉からストーカ燃焼方式ですけ

ど、温度は 1,200度から 850度に下げています。そうすると、処理量が

多いし温度が低いので、このガス量は約６倍に増えると書いてありま

す。しかも、ダイオキシンの濃度は 10倍の濃度ですから、絶対量でい

くと 60倍増えるわけです。そういったものでいいのかどうか。これは

ダイオキシンだけじゃなくて、ほかの塩化窒素にしても、ほかのガスに

しても、同じように絶対量が増えていくということです。 

現行施設と比較すると新規焼却炉の排ガス量が増えますが、これらを

踏まえて周辺環境への影響予測を行った結果、環境基準等の達成と維持

に支障を及ぼさないものと評価しています。   

さらに、今回計画している施設の稼働後においては、排ガスによる大

気質のみならず、他の環境項目についても併せて環境保全措置を講じる

ことで、周辺への環境負荷を低減し、周辺環境に十分配慮した事業とな

るよう努める所存です。 



23 

 

№ 公述意見 事業者の見解 

3 

 また、皆さんご存じの水銀ですけれども、水銀も、これは環境省の平

成 26年、ちょっと古いですけど、やっぱり検査は不十分ですと。入っ

てくる廃棄物にばらつきがあるので、時々高濃度のものが入るよと。ス

ポット的な高濃度があるから、きちっと測定検査をするべきだと書いて

あります。 

新規焼却炉では、廃水銀や水銀含有ばいじん等、水銀使用製品廃棄物

等の水銀廃棄物は受け入れません。なお、焼却炉からの排ガス中の水銀

の測定は、事後調査や法令の規定に基づき適切に実施します。 

 大気汚染のガスについて、これは二酸化窒素についての基準ですけれ

ども、現在の日本の基準は非常に甘いので、既にＷＨＯ、世界保健機関

は、約４分の１の濃度に現在の基準を下げろと書いていますから、その

基準で大栄環境は、やっぱり上場した企業として、そういう世界的なレ

ベルでやっていただきたいと思います。 

 それと、今回は浮遊粒子状物質について評価されていますけど、それ

も半分以下に。それから微小粒子状物質、ＰＭ2.5については記載がな

いです。これは環境省の方針に沿っているんですけど、ＷＨＯはさらに

その半分以下にせよと言われますので、今の政府の基準と、さらに世界

機関のレベルで評価をしてほしいと、やり直すべきではないかと思いま

す。 

本事業の実施にあたり、排ガスによる大気質への影響について、二酸

化窒素等の大気汚染物質に係る環境基準等の達成と維持に支障を及ぼさ

ないことはもとより、今回計画している施設の稼働後においては、環境

保全措置を講じることで、周辺への環境負荷を低減し、周辺環境に十分

配慮した事業となるよう努める所存です。 

 ３番目は温室効果ガス、地球温暖化の問題ですけど、これは脱炭素社

会に寄与するカーボンニュートラルを達成するとありますけど、この方

法は具体的なものになっていません。ＣＣＵと書いていますけど、とて

も実用化できるものではないです。ということであれば、処理能力は現

状の 95トン以下に抑えられるんじゃないかということを言いたいと思

います。 

 

 新規焼却炉は、廃棄物の焼却による熱を高効率で回収し、再生エネル

ギーとして利用するサーマルリサイクル施設であることから、脱炭素社

会に寄与するものと考えています。 

また、国が示している廃棄物分野におけるカーボンニュートラルの方

針にあわせ、当社グループとしては、「廃棄物の資源循環」「化石資源の

バイオマス転換」「焼却におけるエネルギー回収」等の取組みによる排

出量の削減と将来的な CCUの導入により、2050年にはエネルギー起源と

非エネルギー起源含め、カーボンニュートラルの達成を目指します。 
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 あと、現在問題となっている有機フッ素化合物ですけど、排水等の基

準値が一切記載ないので、岡山県のデータを見ても分かりますように、

廃棄物からの染み出しというのも多いです。きちっとこの辺の受入れ、

それから、廃棄のことをやり直すべきだと思います。 

 以上です。ありがとうございました。 

ＰＦＯＳ含有廃棄物及びＰＦＯＡ含有廃棄物（有機フッ素化合物）は

受け入れません。そのために、処理委託契約を行う際、排出事業者側の

情報開示義務により、ＰＦＯＳ含有廃棄物及びＰＦＯＡ含有廃棄物（有

機フッ素化合物）が含まれていないことをきちんと確認します。 

4 

 忠岡町から参りました、Dと申します。よろしくお願いします。 

 今日、お聞きしたいのですが、傍聴人は何人いらっしゃいますか。21

名ですね。なぜそういうことを聞いたのかといいますと、昨年 12月に

住民説明会が開かれました。私は２回とも参加いたしましたけれども、

１回目の参加人は 12人。そして、２回目は６人。18名でした。その中

で、忠岡町の方が４人という人数でありました。和泉市の人口は 18万

人、岸和田市は 19万人という住民が住んでおられます。その中で、わ

ずか 18人の傍聴者ということは、これはあまりにも少な過ぎるんじゃ

ないですかと。説明書には、説明会を実施し、住民等の皆さまにと、

「皆さま」と書いてあるんです。「皆さまにお知らせします」と書いて

あります。皆さまではないですね。わずか 18人です。今日のこの会に

は 21名と。席が空いています。このような状態で説明会を終了するの

ですかという問題です。参加者からは、これで終わりですかという質問

がありました。少ないながら、参加者からは、時間いっぱい質問、意見

がありました。環境悪化や健康被害、大型トラックの公害等に心配して

いますと。これだけの意見があったのですが、もっとたくさんの方に意

見を聞いたら、もっと意見が出るんじゃないかと思いました。このまま

でずっと事業が進みますと、住民の大半がこの事業を知らないまま進ん

でいきます。再度、説明会を開いてくださいという意見書を出しました

けど、順序に従ってやっておりますという回答だけで、やはりこれは、 

住民等の皆さまに対し本準備書の周知を図るため、大阪府環境影響評

価条例の規定に基づき、関係行政機関等において、1か月間の縦覧を行

いました。  

また、住民等の皆さまへの説明会の開催については、大阪府環境影響

評価条例の規定に基づき、適切に実施しています。なお、説明会の案内

については、日刊紙(産経新聞、読売新聞、日経新聞、朝日新聞、毎日

新聞)や関係行政機関(大阪府、和泉市、岸和田市)のホームページ等に

て可能な限りの周知を行いました。 

 



25 

 

№ 公述意見 事業者の見解 

4 

住民の皆さんに知らせようという努力が足りないんじゃないですかと思

います。 

 

 和泉の現施設、１日 95トンから 2.3 倍の、１日 220トンの産業廃棄

物焼却施設の計画でありますが、実は、私は忠岡町に住んでおります

が、隣の忠岡町で、現在、一般廃棄物１日 20トンを焼却しております

が、これを廃止して、10倍の、１日 220トン規模の産業廃棄物施設を進

めようという計画が進んでいます。和泉の住民説明会では、忠岡町の件

はどうなっているんですかという質問がありましたが、全く回答はあり

ません。私は意見書に忠岡町の件を書きましたが、これも回答はなしで

す。 

 現在、忠岡町の巨大産業廃棄物焼却施設の事業計画が、泉州地域で大

問題になっております。この忠岡町だけの問題ではなくなっておりま

す。排ガスは泉州地域に飛んでいきます。岸和田市、和泉市、泉大津

市、高石市、貝塚市などの泉州地域に大きな影響が出ます。今までは忠

岡町だけの問題だと思っておりましたが、昨年の 12月に和泉市の住民

説明会という計画を知りまして、私は参加して、忠岡町だけの問題では

ないねと思っております。そして、よく説明を聞きますと、和泉市の方

の計画が先に進んでおりました。焼却炉の規模は 220トンと全く同じ

で、炉形式もストーカ方式と同じです。名称も「和泉エネルギープラ

ザ」、忠岡町は「エネルギーセンター」という名前です。名前からして

産廃隠しをしているんじゃないかと思います。 

 和泉の事業は令和４年７月に方法書を実施し、大阪府知事意見を受理

したと。そして、忠岡町はその１カ月後の、令和４年８月に公民連携方

式、公共・民間の連携によって産業廃棄物を焼却するという計画を突然

発表しました。そして、翌月９月には事業者選定の予算を議会で議決し 

忠岡町で計画されている廃棄物処理施設「（仮称）地域エネルギーセ

ンター」については、今回の準備書の対象事業ではありませんが、左記

のご意見をいただきましたので、本事業との関連について当社の見解を

お示しします。 

忠岡町の（仮称）地域エネルギーセンターの事業目的やこれまでの経

緯については、忠岡町が令和 4年 10月公表している「(仮称)地域エネ

ルギーセンター等整備・運営事業公募型プロポーザルの実施に係る基本

的な考え方」に記載されていますので、原文のままお示しします。 

「忠岡町クリーンセンターは、昭和 61 年に稼働し、ダイオキシン類

の対策や設備等の更新工事を行い稼働していますが、老朽化は進行して

います。令和 6 年 3 月で運転管理契約が終了することから、その後の

処理方式について調査をした結果、公共と民間事業者が協定に基づき、

連携してごみ処理事業を行う方式（以下「公民連携協定方式」とい

う。）が、優先事業方式として選定されたことから、公募型プロポーザ

ル方式により事業者を選定、一般廃棄物の処理を委託することにより、

長期的観点でごみ処理コスト縮減、資源循環、適正処理を推進すること

を目的とします。」 

（「(仮称)地域エネルギーセンター等整備・運営事業公募型プロポー

ザルの実施に係る基本的な考え方（令和 4年 10月 4日、忠岡町）」第１

基本的事項（４）事業の目的より抜粋） 

上記の考えに基づき、忠岡町が公募型プロポーザル方式による事業者

選定を行う際、当社を代表企業とする３社（大栄環境株式会社、三菱重

工環境・化学エンジニアリング株式会社、有限会社松和メンテナンス） 
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、令和４年 12月に事業者を選定し、大栄環境に決定しました。わずか

３カ月のスピードで決定したんです。私たち忠岡町住民はびっくりいた

しまして、なぜそんなに急ぐのかというようなことでありましたけれど

も、この和泉市のエネルギープラザの計画を知り、私の心にすとんと落

ちました。そうだったんだと。 

 和泉市と忠岡の事業者は大栄環境になったのです。これは偶然の結果

なんでしょうか。私は、大栄環境は当初から、和泉市と忠岡町をセット

で考えていたのではないかと思っております。泉州地域に全国から産業

廃棄物が毎日 400トン集まり、それを焼却して大量の残りかす、残渣が

ありますが、これをどこに埋めるんでしょうか。今、埋める場所を皆、

全国では困っておるようです。 

 

で構成する企業グループが、当事業に応募し、忠岡町による事業者選定

の結果、当企業グループが優先交渉権者に選定されました（令和 4年 12

月）。その後、忠岡町と協議を重ねた結果、忠岡町と当企業グループが

「（仮称）地域エネルギーセンター等整備・運営事業公民連携協定」を

締結する運びとなりました（令和 5年 2月）。 

一方で、本事業については、それ以前の令和 2年頃から各関係者等と

協議を始めていましたので、忠岡町の（仮称）地域エネルギーセンター

とセットで考えていたものではありません。 

 また、和泉エネルギープラザの「エネルギー」の名称は、廃棄物の焼

却により発生する熱エネルギーを回収し、発電利用（電気エネルギー利

用）を行うことから使っているもので、産業廃棄物の処理を隠している

ものではありません。なお、忠岡町の（仮称）地域エネルギーセンター

の「エネルギー」の名称は、忠岡町が名付けたもので、経緯は分かりか

ねます。 

焼却後の残渣については、兵庫県や三重県等に所在する当社グループの

別施設において適正に処理します。ご意見にありますとおり、全国では

新たな処分場の確保が困難であると聞いています。そのため、当社グル

ープでは、まず、再生利用できるものは、第一に再生利用に回します。

その後に残った汚れが多い等のどうしても再生できない廃棄物について

さらに分別し、できる限り埋立処分に回さないようにしています。今後

も、さらに埋立処分量の減量化を図るとともに、廃棄物の資源循環利用

への取り組みを推進したいと考えています。 

 当社が和泉市で行う廃棄物処理に伴う資源の循環的利用について

は、P9～11に詳しく説明しておりますので、こちらをご参照ください。 
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そして、この説明書きによる「国基準を守る」と書いておりますが、

この国基準というのは、安全基準なのでしょうか。 

 環境基準は、“人の健康の保護”及び“生活環境の保全”のうえで維

持されることが望ましい基準として国が設定したものです。環境基準を

達成するために、工場等からの排出ガスや排水について、各法令により

規制基準が設定されています。 

令和 5年 12月 13日及び同年 12 月 17日に開催した準備書の説明会に

おいて、計画している新規焼却炉の排ガス濃度の諸元値は、法令の規制

基準値以下とすることを説明しています。これらの諸元値をもとに周辺

環境への影響予測を行った結果、環境基準等の達成と維持に支障を及ぼ

さないものと評価しています。 

そして、忠岡町長は広域化でごみ処理すると選挙公約して当選しまし

たが、公約違反してまで産廃施設に突き進んでいます。私たちは、マス

コミに対し記者会見をして訴えました。そして、忠岡町に対して計画を

立ち止まり、住民と話し合うよう署名活動を行い、１万筆の署名が集ま

りました。ちなみに、忠岡町は 4,500 筆、岸和田市は 1,400筆、和泉市

は 600筆。そして、それを忠岡町に、町議会に提出しました。 

 整理したいと思います。１番、事業者は和泉市、忠岡町とも大栄環境

です。２番、焼却炉の規模、和泉市、忠岡町とも１日 220トン、１基。

３番、焼却炉形式、和泉市、忠岡町ともストーカ方式。 

 以上のとおり、３点とも同じです。全く一緒なんです。このことは、

事業者大栄環境にとって誠に都合がいいのです。 

施設費用のコストダウンができると。設計図などは使うことができる

し、同じ建設会社に頼むことができる。施設建設時期を調節できるわけ

です。和泉市を先にやって忠岡町をその後でやるということができるわ

けです。施設点検時や補修時に、互いに補完できるんです。このこと

は、大栄環境がもうかるのです。 

 本事業は、当社単独での焼却炉建て替え事業です。一方で、忠岡町の

（仮称）地域エネルギーセンター等整備・運営事業は、忠岡町から選定

された、企業グループ（当社を代表企業とする３社：大栄環境株式会

社、三菱重工環境・化学エンジニアリング株式会社、有限会社松和メン

テナンス）が行う予定の事業です。その経緯については、P25～26に記

載しているとおりです。 

 焼却炉の能力や炉形式は、現時点では同様の計画となっていますが、 

施設の建設時期は、環境影響評価条例や廃掃法の許可等の行政手続きの

進捗具合等にも左右されますので、当社で調整できるものではありませ

ん。 

 決して双方をセットで計画しているものではありませんので、ご理解

ください。 
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しかし、近隣住民に対し説明が不足です。住民は心配しています。住

民不在で事業を進めてはいけません。泉州は産廃の町と言われます。 

以上のことからも、私は産廃事業に反対いたします。ありがとうござい

ました。 

住民等の皆さまへの説明については、本準備書の周知を図るため、大

阪府環境影響評価条例の規定に基づき、関係行政機関等において、1か

月間の縦覧を行いました。 また、説明会の開催については、大阪府環

境影響評価条例の規定に基づき、適切に実施しています。なお、説明会

の案内については、日刊紙(産経新聞、読売新聞、日経新聞、朝日新

聞、毎日新聞)や関係行政機関(大阪府、和泉市、岸和田市)のホームペ

ージ等にて可能な限りの周知を行いました。 

当社としては、今後の行政手続き、施設稼働後の事後調査結果及び維

持管理情報の公表、並びに当社グループの各活動等を通して、住民等の

皆さまからの信頼を得ながら、今回の事業に対し少しでも安心していた

だけるよう努める所存です。 

5 

私は和泉市光明台にずっと住み続けている者で、Eといいます。75歳

になりますが、15年前に退職して、今は無職です。今度、新設が予定さ

れている産廃炉は、和泉市のテクノステージの大栄環境の敷地に造られ

ます。テクノステージは、東西に伸びる国道 170号線のすぐ北側にあっ

て、和泉市と岸和田市の境界の、和泉市側にある南北２キロ、東西 0.5

キロの細長い長方形の台地にあります。大栄環境の本店でもある和泉エ

ネルギープラザは、そのテクノステージの南端に位置しています。 

１点目は焼却炉についてです。新設の産廃炉の処理能力を現行炉の

2.3 倍化することについて、大栄環境は新たに設置する焼却炉の処理能 

力を、毎日 95トンから毎日 220トンに増加させる計画です。この 95ト

ンですが、220トンから見ると小型炉のように見えますが、産廃炉のメ

ーカーの業界では中型炉の範囲に入ります。だから、220トンの新設炉

は超大型ということになります。 

220 トンという 95トンの差は 125トンですが、毎日これだけの量の産廃 

現行施設と比較すると新規焼却炉の能力が上がりますが、これらを踏

まえて周辺環境への影響予測を行った結果、環境基準等の達成と維持に

支障を及ぼさないものと評価しています。 

さらに、今回計画している施設の稼働後においては、環境保全措置を

講じることで、周辺への環境負荷を低減し、周辺環境に十分配慮した事

業となるよう努める所存です。  
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ごみが、和泉市の外から新たに持ち込まれることになります。和泉市の

環境を守る観点から、今回の超大型炉には反対です。 

 

２つ目、焼却炉の性能が変わることについて、現行炉はガス化改質炉

といい、新炉はただのストーカ炉といいます。処理方法が違っていま

す。素人判断ですが、ストーカ炉に変えることは、技術的には後退では

ないかという印象を持ちます。この現在のガス化改質炉ですが、ガス化

溶融炉の中の一つだそうです。この溶融炉の利点は、1,200度以上の高

温で廃棄物を燃焼させるので、ダイオキシンの発生量をストーカ炉の 10

分の１に抑えることができます。また、これまで埋立処理されていたプ

ラスチック類のごみ処理もでき、埋立て不要になるので、最終処分場を

延命できると言われています。しかし、欠点の部分もあるそうで、この

炉の評価はまだ定まっていないとウィキペディアにありました。大栄環

境がこういう改質炉を採用して 19年になることは評価できます。技術

は日進月歩ですので、今よりももっと次元の高い炉に置き換えてほしい

と思います。 

事業の目的である「社会インフラの強靭化」を図るためには、周辺環

境への影響として環境基準等の達成と維持に支障を及ぼさないことを前

提の上、ガス化改質炉と比べてストーカ方式が最適であると考えていま

す。 

その理由の１点目は、下記のとおり、ストーカ方式における廃棄物処

理１ｔ当たりのエネルギー使用量が、ガス化改質炉より大幅に削減され

ることです。 

【電気使用量】 

 新規焼却炉（ストーカ方式）：118kWh/t 

 現行施設（ガス化改質炉） ：846kWh/t 

【都市ガス使用量】 

 新規焼却炉（ストーカ方式）： 1Nm3/t 

 現行施設（ガス化改質炉） ：124Nm3/t 

さらに発電量は約 3倍増加します。 

【発電量】 

 新規焼却炉（ストーカ方式）：525kWh/t 

 現行施設（ガス化改質炉） ：180kWh/t 

以上より、ガス化改質炉と比較して、ストーカ方式は脱炭素社会に貢

献する施設であると考えています。 

２点目は、ストーカ方式の方が安定的な運用が可能であることです。

ガス化改質炉は高度な技術を要するにも関わらず、維持管理に必要なメ

ーカーからの技術支援がぜい弱化しており、施設の維持管理に対するリ

スクが大きいこと (※1)に対して、ストーカ方式は、近年の採用事例が 
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 多いこと(※2)に加え、当社グループ内でも複数の採用実績があること

から、運転管理に関するノウハウを共有でき、さらに炉メーカーからの

技術支援も期待できることです。 

３点目は、ストーカ方式は、災害時の対応において、仮に炉が停止し

た後に再稼働させる際、ガス化改質炉に比べて少量の燃料で炉が立ち上

がり、速やかに 850℃の燃焼域に到達できる点、処理できる災害廃棄物

の種類が多く速やかな対応が可能であることです。 

４点目は、ガス化改質炉は、アスベストなどの難分解性とされる有害

化学物質を含む廃棄物の処理が可能であることや処理工程から発生する

副産物は回収され再資源化できることなど環境保全の面で優位な点はあ

るものの、事業採算性が非常に悪く、当社として安定的に事業を維持し

ていくことは困難であると判断していることです。 

また、ダイオキシン類の影響に関しても、今回採用するストーカ方式

による新規焼却炉は、法に定められた排ガス基準や焼却炉の構造基準等

を十分に満足するものであり、環境影響予測においても環境濃度は低濃

度で、環境基準等の達成と維持に支障を及ぼさないものと評価していま

す。そのため、ストーカ方式においてもダイオキシン類に対し十分な対

策が講じられていると考えます。 

 

※1：現行施設のガス化改質炉は、当社とプラントメーカーらが共同

して設立した会社によって整備したものです。その後、当プラントメー

カーは市場性が見込めない等の理由で撤退したことから、現行施設は別

のメーカー（技術提供者）からの支援を受け、部品や部材等を調達して

いましたが、入手困難なケースも多くあり、特殊鋼材は類似品で代替す

るなど、非常に苦慮しながら維持管理を続けていました。また、納期が 
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 年単位となる部品もあり、納期前に故障やトラブルが発生した際、場合

によっては炉を停止しなければならないというリスクを常に抱えた状況

にありました。 

なお、ガス化改質炉は、全国で過去 10年受注実績はなく（サーモセ

レクト方式では国内最後の受注は和泉市の㈱クリーンステージ）、2025

年 3月時点では全国の稼働施設が 5か所になると聞いています（2024～

2025年で 2炉廃止）。 

 ※2：環境省の一般廃棄物処理実態調査報告（令和 3年度）の施設別

整備状況によれば、直近５年間（2021～2025年度）では、新設の焼却炉

の約 85％（29/34施設）がストーカ方式となっています。 

次に、炉から出る排ガス量についてですが、新炉の出す排ガス量は、

現行炉のそれより湿り分が 6.2倍化し、乾燥分が 5.9倍化するとありま

す。合わせて約６倍です。その排ガスの濃度は、ばいじんが今の４分の

１に、窒素酸化物が３分の１に、硫黄酸化物が２分の１に減る一方、塩

化水素と水銀は変わらないとなっています。ダイオキシンは 10倍にな

るそうです。排ガス量が６倍になるので、今述べた汚染物質は総じて増

加することになります。１点目の意見としては、処理容量を、現行の毎

日 95トンぐらいにして、技術の高いものに置き換えてほしいというこ

とです。 

現行施設と比較すると新規焼却炉の排ガス濃度や排ガス量が異なりま

すが、これらを踏まえて周辺環境への影響予測を行った結果、環境基準

等の達成と維持に支障を及ぼさないものと評価しています。 

さらに、今回計画している施設の稼働後においては、環境保全措置を

講じることで、周辺への環境負荷を低減し、周辺環境に十分配慮した事

業となるよう努める所存です。 

２点目は、松尾山農道に沿って点在する埋立最終処分地群のことで

す。松尾山農道というのはどこにあるかといえば、春木岸和田線、これ

は泉北高速、公明池駅前と阪和自動車道、和泉岸和田インターを結ぶ道

路ですが、この途中にある納花トンネルの上から、170号線の大野町北

交差点までの南北方向に３キロある農道です。この農道は、テクノステ

ージから見ると東側に２キロ行ったところにあり、テクノステージとほ 

和泉リサイクル環境公園は、元々当社が和泉市納花町にて運営していた

管理型最終処分場の跡地を活用したものです。適正な維持管理の上で当

処分場の運営を行い、埋立が終了して当処分場を廃止した後に、地域貢

献事業の一環として和泉リサイクル環境公園を 1999年にオープンし、

今では年間を通して多くの方々にお越しいただく憩いの空間となってい

ます。 
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ぼ平行に走っています。今では、この農道の両側に大栄環境が経営する 

３つの産廃最終処分場が点在する特異な道になっています。それらは、

北の方から納花埋立処分場、次に、平井最終処分場、さらに松尾寺残土

処分場ですが、納花埋立処分場は 1980年に営業を開始し、88年に終了

しました。その後、土をかぶせ、2001年にリサイクル環境公園として生

まれ変わり、現在に至っています。今はテクノステージで出る最終埋立

てごみは、専ら平井最終処分場に持っていき、そこで埋立てされていま

す。平井最終処分場は 2003年に開業し、338万立法メートルの、ものす

ごい大きな埋立て場です。現在使われております現場は、リサイクル公

園から 500メートルぐらい南に行ったところにあります。 

ここもいよいよ満杯になってきており、次の埋立処分地が必要になっ

てきています。大栄環境は、またこの松尾山農道辺りに新しいものを造

るのでしょうか。最終処分場は環境の汚染源になります。また、何が埋

まっているか分からない代物です。産廃業者は、安全が保たれていると

述べますが、それが本当かどうかは分かりません。また、処分場を造る

時、設計は完璧でも、施工時に設計どおりでないこともあります。今は

さらに、地震に始まり、大雨洪水も起こります。今の気候変動の危機の

下、想定外の事態を考えることは、危機管理の上で当然です。同じ松尾

山農道に面して４つ目の最終処分場を造ることは駄目だと思います。 

また、現在は、和泉市平井町において、所管行政庁から廃掃法の規定

に基づく廃棄物処理施設の許可を頂いた管理型最終処分場を運営してい

ます。 許可を頂くためには、厳しい行政審査を受けなければいけませ

ん。さらに施設の供用後においても、法令に基づく適正な維持管理が行

われているかを行政の立入検査等により定期的に確認され、違反があれ

ば、直ちに行政から指導されることになります。当社は、行政からの指

導を受けることのないよう、常に適正な維持管理を行い、処分場を運営

しています。 

また、当社グループの最終処分場において、これまで地震や大雨洪水

によるトラブル等は一切発生していません。 

今後の最終処分場の計画については未定ですが、仮に新たな最終処分

場を計画する際には、法令遵守はもとより、耐震性に係る検討、災害時

での対応についても十分に検討するとともに、周辺環境への配慮につい

て地域の皆様とのコミュニケーションを図りながら、より良い計画にな

るよう努める所存です。 

３点目は、近郊農業への悪影響についてです。毎日 220トンもの産廃

ゴミ処理施設を、和泉市山手の西の端のテクノステージに造る予定です

が、そこは岸和田市側からいうと、同じ山手の東の端に当たります。テ

クノステージは、周りよりちょっと高い台地になっています。和泉市側

も岸和田市側も農業地帯です。そして、人が住む集落として見ると、和

泉市側の谷部分より、岸和田市側の平野部の方が多くの人が住み、農地 

新規焼却炉の各仕様は、現行施設のものから変更されていますが、こ

れらを踏まえて周辺環境への影響予測を行った結果、環境基準等の達成

と維持に支障を及ぼさないものと評価しています。 

さらに、今回計画している施設の稼働後においては、環境保全措置を

講じることで、周辺への環境負荷を低減し、周辺環境に十分配慮した事

業となるよう努める所存です。 
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もたくさんあります。テクノステージの両側には、すぐ下には、和泉市 

側に松尾寺川が、岸和田市側には牛滝川が大阪湾に流れています。そし

て、ため池が点在しています。両市にあるテクノステージ周辺の農地

は、水田、桃やみかんの果樹園、そして、タマネギ畑などの、都市近郊

農業が盛んです。これらの農業地帯は、新設炉が稼働すると、今よりも

っと大きい悪影響を被ることになります。これらの町や集落には、四六

時中寝ている間も産廃で汚された空気が流れ込み、降る雨も地表から流

れるとともに、地下水となって、両側の谷や平野に流れ込みます。人は

もちろんですが、水田、果樹園、畑などが悪影響を受けることは必至で

す。食べ物の汚染も心配はあります。    

最後に当たって、さらに目を広げると、大栄環境と忠岡町が、一般ご

みを処理する忠岡町クリーンセンターの、現在稼働中の焼却炉を廃止し

て、一般ごみと産廃ごみを一緒に処理する、和泉市と同じ、毎日 220ト

ンの焼却炉の建設計画を進めています。これが実現するようなことにな

れば、和泉市は、山側と大阪湾側から流れてくる汚染された空気のサン

ドイッチ状態になります。これは駄目だと思います。私は、泉州地方の

支援と環境を守るように、大阪府と和泉市、忠岡町に要望します。 

 

そして、認可の議論の前に、住民説明会をもっと開いて説明してほし

いと思います。よろしくお願いします。 

これで主張を終わります。 

住民等の皆さまに対し本準備書の周知を図るため、大阪府環境影響評

価条例の規定に基づき、関係行政機関等において、1か月間の縦覧を行

いました。 

また、住民等の皆さまへの説明会の開催については、大阪府環境影響

評価条例の規定に基づき、適切に実施しています。なお、説明会の案内

については、日刊紙(産経新聞、読売新聞、日経新聞、朝日新聞、毎日

新聞)や関係行政機関(大阪府、和泉市、岸和田市)のホームページ等に

て可能な限りの周知を行いました。 
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 ６番、和泉市民の Fと申します。公述を５点にわたって述べます。 

 １つ目は、焼却炉の処理能力を、１日 95トンから１日 220トンに増

やす理由に疑問があります。 

 自然災害等による災害廃棄物処理能力の強靱化が目的と、事業計画だ

と準備書にはありますが、災害というものはどこで発生するか分からな

いもの。それを想定し、この和泉市に特定して処理施設の拡大を計画す

ることは本末転倒の発想で、また、災害廃棄物の処理は、発生場所に一

番近いところで行うのが原則であり、遠方まで輸送して処理することは

環境悪化がさらに広がり、こうした処理は極力避けるべきであります。

そもそも、災害を未然に防ぐ対策こそ、大阪府行政の行うべきことであ

り、大阪府が近い将来、大量廃棄物の処理を想定してのこの計画の承認

であれば、なおさら事業計画の準備書にある強靱化、つまり、事業拡大

の目的として、環境への負荷をさらに拡大するものということで、認め

るわけにはいきません。 

準備書 2ページに記載のとおり、産業廃棄物処理施設は持続可能な社

会を維持する上で欠かすことのできない社会インフラとなっています。

近年増加している大規模自然災害により発生する災害廃棄物の処理を踏

まえ、さらなる強靭化が求められていることから、本事業は、「社会イ

ンフラの強靭化」を目的として計画しています。ご意見にありますとお

り災害廃棄物処理の管轄は行政となりますが、準備書 4ページに記載の

とおり、本事業により少しでも早期の復旧復興に貢献できればと考えて

います。 

 

また、廃棄物を処理した際に発生する熱エネルギーを利用し、発電し

た電気を社会に供給する事業を行うこと、社会的責務を果たしたいと、

もう一つの事業目的が準備書にあります。政府の定める循環型社会形成

推進基本法では、廃棄物リサイクル対策の優先順位を「１ リデュー

ス」「２ リユース」「３ マテリアルリサイクル・ケミカルリサイク

ル」「４ サーマルリサイクル」いわゆる熱回収と定めています。サー

マルリサイクルは、あくまでもリデュースやリユースができなかった場

合の廃棄物活用法という位置付けで、海外では、このサーマルリサイク

ルといわれる、いわゆる熱回収は、リサイクルとして認めていません。

つまり、熱エネルギーを発生することを大きな目的として準備書に書か

れていることは、これも本末転倒の発想であります。廃棄物処理の方法 

新規焼却炉は、マテリアルリサイクルできるものを再生利用に回した

後に残ってしまう、汚れが多い等のどうしても再生利用できない廃棄物

を、できる限り埋立処分せずに焼却し、焼却による熱を回収して再生エ

ネルギーとして利用するサーマルリサイクル施設です。この詳細な内容

については、P9～11に詳しく説明しておりますので、こちらをご参照く

ださい。 
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については、世界的に廃棄物の大部分を焼却している国はとても少な

く、日本が突出しております。廃棄物処理方法は悩ましい問題ではあっ

ても、焼却を前提として熱エネルギーの産出を利点の第一に掲げるな

ど、とんでもないことであります。これら２点の理由で、この事業計画

は、事業の目的として認められるものではなく、反対するものです。 

 

 ２つ目に、これまでの受入れた地域からの量に比べて、事業拡大する

ことにより、受入れ増加地域と量はどう変わるのかということで、不安

があります。１日 95トンから 220トンの処理能力に拡大することは、

増える廃棄物の分を受入れる先について、どこを想定しているのかとい

うことであります。現在、和泉市内で行われている処理は、和泉市周辺

の産廃の処理として十分できているのではないですか。事業計画の目的

からすれば、近隣の自然災害の廃棄物処理は現在必要ないと思われます

し、発生する熱エネルギーを増やすために処理能力を拡大するなど論外

であることから、そもそもこの事業拡大の目的が不明であります。これ

以上受入れ先を広げて、輸送による環境悪化まで増やすべきではありま

せん。 

受入量（＝処理量）は、220t/日を想定しています。また、受入先の

地域については、排出事業者の需要により変わるため、明確に答えるこ

とはできませんが、これまでの実績により、大阪府を中心とした近畿圏

内であると想定しています。 

現行施設と比較すると、新規焼却炉の処理能力が上がり、事業関連車

両の台数は多少増加しますが、これらを踏まえて周辺環境への影響予測

を行った結果、環境基準等の達成と維持に支障を及ぼさないものと評価

しています。 

さらに、今回計画している施設の稼働後においては、環境保全措置を

講じることで、周辺への環境負荷を低減し、周辺環境に十分配慮した事

業となるよう努める所存です。 

 ３つ目に、今回の計画で、焼却温度を下げて炉を運用することは認め

られません。今回、事業計画の炉はストーカ方式を採用したとあります

が、その理由は、現在採用しているガス化改質炉では、非常に高度な技

術を要する施設であるにもかかわらず、維持管理に必要なメーカーから

の技術的支援が脆弱化しており、将来的に施設操業が困難となるためと

理由を挙げています。現在の炉は維持管理が難しいから、現在の方式を

やめる。これは、企業としての責任放棄ではないですか。メーカーはガ

ス化改質炉の製造を中止するとは言っておりません。令和４年度では、

メーカーは専門者を招いての改良研究の会議を開いております。19年間 

事業の目的である「社会インフラの強靭化」を図るためには、周辺環

境への影響として環境基準等の達成と維持に支障を及ぼさないことを前

提の上、ガス化改質炉と比べてストーカ方式が最適であると考えていま

す。 

その理由については、P29～31に詳しく説明しておりますので、こち

らをご参照ください。 
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操業してきた中でメンテナンス、補修点検をメーカーだけに頼っていた

ことは、企業としての怠慢ではないかと思います。私が調べた４つの炉

の方式を比較した資料では、ガス化改質炉は、施設がコンパクト、ダイ

オキシン類発生が極めて少ない、補助燃料や大量の水を必要とするが、

全ての回収物が有効利用できれば、最終処分場が不要であるとまで書い

てあり、一方で、ガスの漏れを防ぐことに高い技術を要するとありま

す。 

 準備書で採用しようとしているストーカ炉は、焼却炉から排出する鉄

は、資源として価値が低い、アルミも回収できない、システム全体が複

雑、灰を溶かすための別途大きなエネルギーが必要。だが、補助燃料が

要らないとなっています。要するに、ストーカ炉に必要な大きなエネル

ギーは、処理量を増やしてできた電気エネルギーで賄うかと思います。

炉変更によるダイオキシン発生を基準値ぎりぎりまで上げ、結果、これ

までの 10倍にするということは看過できません。この計画はダイオキ

シン類を多く排出することが分かっている焼却温度に変更することであ

り、経済効率だけを考えた方針と思わざるを得ません。 

 

 ４番目に、焼却する種類が変わっている部分について疑問がありま

す。基準ぎりぎりまでダイオキシンを排出することをクリアするため

に、ダイオキシン類を多く含むものを受入れないことにした、こういう

変更ではないですか。また、採用予定の炉の処理方式では不向きという

理由として、ストーカ方式の採用ありきの変更が行われています。な

ぜ、この処理方式では不向きとなるのか、準備書の説明では不十分であ

ります。うまく処理すれば、リサイクルが可能な鉱さいを受入れないこ

とも問題です。高度な技術が必要だからと、これまでできていたこと

が、経済効率が悪いからと受入れを排除することは、準備書の目的にあ 

先の見解において、当社はストーカ方式が最適と判断しており、受け

入れる廃棄物の種類は、ストーカ方式で適正に処理できる物を検討しま

した。 

鉱さいは無機性で燃える性状ではないため、ストーカ方式では不向き

と判断しました。なお、再生利用が可能な鉱さいについては、当社グル

ープの別施設において再生利用を行っています。 

また、ストーカ方式では高濃度のダイオキシン類は処理が困難である

ため、新規焼却炉では特別管理産業廃棄物の燃え殻を受け入れないこと

としました。ダイオキシン類は、主に物の燃焼過程で発生するものなの 
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る「社会インフラの強靱化」とも相反することであります。 で、焼却炉の燃焼温度等の運転管理を徹底することでダイオキシン類の

発生を抑制します。 

 ５番目に、焼却灰をどこに持っていくのかということです。平井町の

処分場の次は、どこを最終処分場にするのか。和泉市をごみの山にする

つもりなのか。和泉市内にとどまらず、市外から廃棄物を搬入して焼却

することは、和泉市内の大気を、強いては、近隣市町村を、大阪府を汚

染していくことになります。 

 

焼却灰は、兵庫県や三重県等に所在する当社グループの別施設におい

て適正に処理します。    

また、新規焼却炉には、和泉市外からの廃棄物も搬入する計画として

いますが、それを踏まえ、周辺環境への影響予測を行った結果、環境基

準等の達成と維持に支障を及ぼさないものと評価しています。 

さらに、今回計画している施設の稼働後においては、環境保全措置を

講じることで、周辺への環境負荷を低減し、周辺環境に十分配慮した事

業となるよう努める所存です。 

地球環境を悪化させていくことで、ごみ焼却は最小限にとどめるべき

です。焼却に当たっては、焼却灰を最小限にすることを最優先に、その

意味で、最もふさわしい焼却炉はどういうものかをしっかり検討すべき

です。ダイオキシン類の排出が少なく、より多くの再資源化ができ、最

終処分場の延命化ができるということで、当企業は当時の最良の方式と

して、現在のガス化改質炉を採用したのではないですか。10年前に、現

在の焼却場を視察させてもらった際、そのことを大栄環境株式会社自身

が自慢されていたのを記憶しております。環境悪化が目に見えており、

経済効率を優先順位の１位にしたと思われるような、今のこの計画の炉

の選定は当然認められません。大阪府は、産業廃棄物の処理について

は、経済効率ではなく、環境悪化を最小限にすることを第一に炉の選定

をするよう指導すべきです。これ以上汚染物質を排出しないで、夢洲・

大阪湾沖、神戸沖の埋立ては限界があります。次の最終処分場を和泉市

にしないでほしい。企業の経済活動は、地域住民の迷惑になるようなこ

とはすべきではありません。何よりも、地球の延命化こそ最優先課題に 

事業の目的である「社会インフラの強靭化」を図るためには、周辺環

境への影響として環境基準等の達成と維持に支障を及ぼさないことを前

提の上、ガス化改質炉と比べてストーカ方式が最適であると考えていま

す。 

当社としては、今後の行政手続き、施設稼働後の事後調査結果及び維

持管理情報の公表、並びに当社グループの各活動等を通して、住民等の

皆さまからの信頼を得ながら、今回の事業に対し少しでも安心していた

だけるよう努める所存です。 
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、経済活動をすべきであると思います。ということで、この計画に反対

いたします。 

 以上で公述を終わります。 

 

7 

 公述番号第７番、和泉市の唐国町に住んでおります、Gといいます。

大学で化学を専攻し、そして、化学を生業としてきましたので、もう退

職をしておりますが、その化学の立場から意見を述べさせていただきま

す。 

 ということで、ダイオキシンを中心に。それで、ダイオキシンは皆さ

んもご存じのように、天然毒物としてはコブラ毒というものがありま

す。このコブラ毒よりもさらに強烈な数十倍の毒性を持っている。この

毒性というのが、ＬＤ50という、いわゆる医学的な値ですけれども、そ

ういう猛毒の化学物質である点です。これは、ベトナム戦争で枯葉剤と

してダイオキシンが使われて、そうしてたくさんの犠牲者を生みまし

た。その歴史的にも大問題になった、そういう毒物であるということは

明記することが必要だと思います。ということで、ダイオキシンを生成

する行為そのものが人類に対する犯罪であるという見方が要るのではな

いかと、化学の立場から思います。 

 ということで、もちろんそれを排出しないようにする、排出する者が

いれば厳しい規制をかけて監視、監督をするという、これがやっぱり、

全人類的な課題だと思います。それで、わが国ではきちっとダイオキシ

ンという特定の物質についての特措法を作って、法律で厳しく基準を定

めていると。国の責任、そして、地方自治体の責任、そして、今回問題

になっている大栄環境等の事業者の責任についても厳しく定めているわ

けです。ということで、事業者にとってみると、このダイオキシンに関

する法を順守して、そのとおりに行うことが社会的な責務という側面が 

ダイオキシン類の影響に関しても、今回採用するストーカ方式による

新規焼却炉は、法に定められた排ガス基準や焼却炉の構造基準等を十分

に満足するものであり、環境影響予測においても、環境濃度は低濃度

で、環境基準等の達成と維持に支障を及ぼさないものと評価していま

す。そのため、ストーカ方式においてもダイオキシン類に対し十分な対

策が講じられていると考えます。 

さらに、今回計画している施設の稼働後も、事後調査や維持管理に係

る環境調査を行い、周辺環境への影響についてしっかりと確認を行いま

す。 
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あるということは強調しておきたいと思います。 

 では、準備書がその内容になっているかというと、読めば読むほど、

その事業者に課されている責務を果たしているとは言い難い内容となっ

ております。ということで、この事業計画そのものを認めることはでき

ないという。これは化学の者からの意見です。 

 

 それで、具体的に内容として、準備書にある一番のもう一つの大きな

問題点。現行施設のガス化改質炉です。これはかなり、現存の装置とし

てはいい装置なんですが、それをあえて別のストーカ方式に変えるとい

う計画になっております。現行施設は、1,200度以上という高温で、ダ

イオキシンの発生が少ない施設とされています。これは化学的な観点か

らも評価されていると。これに対して、今計画されているストーカ式焼

却炉というのは、現行のものよりも 350度も処理温度が低い、850度と

いうことになっております。もちろん、800度でダイオキシンそのもの

は分解されるという説もあるわけですが、化学反応自身は常に平行、で

きたり分解されたりする反応ですので、完全に分解されるという規定自

身が学問的には疑わしいと、科学的ではありません。そういう意味で今

回、大栄環境が基本にしているこの新しい炉の根拠が、化学的に安全

性、ダイオキシンの発生ということに限定しても崩れていくということ

が言えます。 

 

 それで、その中身を見ますと、現行施設はダイオキシン 0.01ナノグ

ラム、立法メートル当たり。それが、10倍も緩められて、0.1になるわ

けです。それで、変更理由として、準備書の方ではこう書かれていま

す。「現行施設のガス化改質炉は非常に高度な技術を要する施設である

にもかかわらず、維持管理に必要なメーカーからの技術的支援が脆弱化 

事業の目的である「社会インフラの強靭化」を図るためには、周辺環境

への影響として環境基準等の達成と維持に支障を及ぼさないことを前提

の上、ガス化改質炉と比べてストーカ方式が最適であると考えていま

す。 

その理由については、P29～31に詳しく説明しておりますので、こち 
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しており、将来的に施設操業が困難となることが予測され、当初の目的

である社会インフラの強靱化が見込めない」としております。しかし、

そもそもこれは 19年間の稼働実績があって、作業のノウハウについて

も蓄積があるはずです。ところが、それを使ったら当然、より良いガス

化炉になるはずなのですが、それを完全に放棄して、メーカーの責任に

転嫁をして、自分のところでは技術者の養成をしていないということの

裏返しだと思うのですが、炉を変えざるを得ないというのは、そういう

理由にしています。これはまさに、企業の社会的責任を果たすという責

務を完全に放棄する許し難い内容になっていると思います。従って、ス

トーカ方式炉への変更は化学的根拠が薄弱であり、認められるものでは

ないというのが、化学の立場からの結論です。 

らをご参照ください。 

 あと、準備書の方に記載がないんですが、実は、現行の改質炉の段階

でも、排ガスのところで濃度のデータが、運営会社のクリーンステージ

の方から公開されています。 

 ４年間分が今、手に入ったわけですけれども、2020年～2023年まで

です。その間に排ガスの濃度が大きく変動しています。もちろん、全て

の値は基準を満たしているわけですからオッケーというわけなので、そ

ういうデータなんですけれども、ある年、一番直近の 2023年９月 15日

のデータが、0.0091。環境基準が 0.01です。それに対してだから、あ

とちょっと増えたらもう環境基準ぎりぎりになるというデータになって

います。従って、もちろん少ない時もあるのですが、年によって大きく

300 倍以上にその値が変化しているわけです。年といっても、ある日に

測定するだけです。１日分、24時間測定をして集めて、それを検査に出

しているということですから、１年間にたった１日しかやっていないわ

けです。その結果が非常に大きく、測定値自身に 300倍以上の変動があ 

法令上、排ガス中のダイオキシン類の測定義務は年 1回となっていま

すが、当社は、施設稼働後の事後調査において、5年間はダイオキシン

類を年 2回測定する計画としています。ただし、左記のご意見を踏ま

え、さらに測定回数を増やすことについて検討します。また、ダイオキ

シン類の発生抑制のため、炉内等の温度管理を徹底するともに、排ガス

中の一酸化炭素濃度を常時監視し、炉内の燃焼状態を常に確認します。

異常時には速やかに対処及び是正措置を行い、焼却炉の適正な維持管理

に努めます。 
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ると。これは何を意味するか、焼却物が同じだったらそんなに変わるも

のでしょうか。ということから、日によって変わっている可能性がある

と。ということは、私が事業者だったら、今日は測定があるから、ちょ

っと出ないものを燃やしておこうという指示をさせます。ということ

で、やはり、たった１日しか測定しないこと自身が大いに問題である

と。やはり、ダイオキシンという重大な化学物質については、定期的な

測定を、もっと頻度を上げてやっていく必要があるということになりま

す。ということで、その装置よりもさらにもっと悪いものをするという

ことは、とんでもないことになります。 

 

 これまでの、いわゆる基準というのが、大気における濃度が基準でし

た。どれだけの体積にどれだけあるか。ところが、総量規制という考え

方からいくと、この事業所は一体どれだけのダイオキシンを出すのだろ

うということを計算する必要があるわけです。それでやってみますと、

計画施設は１立法メートル当たり 0.1 ナノグラムです。施設の運用計画

でどれだけの排ガスを出すか分かりますから、その掛け算をすると、出

てくるダイオキシンの量が分かります。これは計算しますと、１時間稼

働したという時には、5.7×10の３乗ナノグラムのダイオキシンが出て

きます。これは環境基準が 0.6ピコグラムです。ですので、その割り算

をしますと、それだけの環境基準のダイオキシンが出てくるのにどれだ

けの体積になるかというと、9.5×10 の６乗立法メートル、１時間出て

くるとなるわけです。それを大気拡散で広げていくわけです。そした

ら、それを環境基準まで減らす時には、どれだけの半径の半球の体積が

要るかというと、ざっとした計算になりますが、１時間当たりでは、

1.65×10の２乗、165メートルになります。１時間に発生するダイオキ

シンの総量を、環境基準を満たすために薄めるためには 165メートルの 

排ガスから算出されるダイオキシン類については、大気質の長期予測

で予測を行い、最大着地濃度で 0.0002pg-TEQ/m3という結果となってい

ます（準備書 P258参照）。 

これは、環境基準値(0.6pg-TEQ/m3)の 0.03％、バックグラウンド濃度

(0.010pg-TEQ/m3)の 2％の濃度であり、予測結果は環境基準等の達成と

維持に支障を及ぼすものではないと考えています。 

さらに、今回計画している施設の稼働後においては、排ガスによる大

気質のみならず、他の環境項目についても併せて環境保全措置を講じる

ことで、周辺への環境負荷を低減し、周辺環境に十分配慮した事業とな

るよう努める所存です。 
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半球。従って、川を越えたらすぐ久井町ですので、久井町の周辺の方の

ところにはその半球が入ってくるんです。それは１時間ですから、１日

営業すればもっと広がります。ということで、そういう基準、絶対量が

どうなっているかという規定でいくと、あの地域は非常に危険なことに

なっている計算が出てくるんです。そういう意味では、非常にこの問題

は大きな問題を孕んでいるので、今回の計画書に書かれている以外のと

ころについてもやっぱり検討して、この事業はまず止めるべきだと。現

在の案そのものは止めるべきと。そういう声を上げていく必要があるか

と思います。 

 以上です。 

 

8 

 私がお話することは、文章でもこのスライドに皆載せていますので、

両方でお願いします。８番、和泉市在住の Hといいます。よろしくお願

いします。 

 主に、この事業の目的と、その目的を達成するための事業の内容とが

整合するかどうか、そういう点についてお話をしたいと思います。 

 準備書の２ないし４ページには、この事業の目的として、持続可能な

社会、大規模自然災害、それから資源循環社会といった、社会の課題の

解決に寄与するためと挙げられています。この目的達成のために、施設

の高度化や取扱量の増加を図るとして、現行 95トンのガス化改質炉を

解体、撤去して、220トンのストーカ式燃焼炉に変えて、4,810キロワ

ットの発電を行うという事業内容です。この内容が目的に整合している

のかどうか、３点について準備書を見てみたいと思います。 

 １つは、この循環社会、あるいは資源循環にこの事業が寄与するのか

どうか。 

 それから、２点目は持続可能な社会、そのためには環境保全が最も重 

新規焼却炉は、マテリアルリサイクルできるものを再生利用に回した

後に残ってしまう、汚れが多い等のどうしても再生利用できない廃棄物

を、できる限り埋立処分せずに焼却し、焼却による熱を回収して再生エ

ネルギーとして利用するサーマルリサイクル施設です。この詳細な内容

については、P9～11に詳しく説明しておりますので、こちらをご参照く

ださい。 
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要な条件ですけれども、この事業の環境保全性はどうなのか。 

 それから、３つ目には大規模自然災害の対応とありますので、この事

業自身の耐震性、災害耐性、つまり安全性が確保されているのかどう

か。この事業で、廃棄物は事業自身でも生じるんですけど、その処分

は、同じ事業者が所有する最終処分場を利用するという計画です。なの

で、災害の耐性とか耐震性は、最終処分場も一体に見て考えるべきだと

思います。以下、具体的に見ます。 

 

 １つ目ですけど、資源循環という面ですけれども、資源循環で最も重

要なのは、廃棄物の量そのものを減らすということです。そのために

は、再使用とか再生利用とか、そういうことで努力して廃棄物を減らし

て、それでもどうしようもない時には焼却で処分するということになり

ます。けれども、この 220トンで 4,810キロワットの発電を行うという

のには、発電効率が 17％とありますので、入力にすると 244万メガジュ

ール。メガジュールはエネルギーの単位ですけれども、１日当たりそれ

だけの熱エネルギーが必要です。準備書の表２-４には、この 220トン

の産廃の種類の内訳が述べられていますけれども、それを基にして推算

しますと、この 220トンの中の可燃物のほとんど全てを燃やさないと、

この熱エネルギーが得られません。つまり、この事業による資源循環は

ほとんど熱回収のみなのです。ということですので、一番大事な廃棄物

の発生量を減らすという意味では、この事業の寄与はほとんど期待でき

ないと思います。そして、燃え殻やばいじんと、それから燃やせない残

りの産廃、これは皆最終処分するということですので、結局、最終処分

しないといけない廃棄物はかえって増大すると思います。実際、計画を

見てみますと、これは現行のガス化改質炉の工程が準備書に載っている 
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んですけど、これを見ると、この右端の方に、処理した後はできるだけ

再資源するという工程が述べられています。 

 一方、今度のストーカ式の焼却炉ですけど、それの工程はこんなふう

に書かれていて、そういう再資源とか再利用とかいう工程は全然ないで

す。とにかく燃やして、残ったら最終処分するというプロセスになって

います。 

 

 次に、２つ目の、環境の保全性の問題ですけれども、これは、随分な

ページ数を使って述べられていますので、その準備書に示されているデ

ータから、大気汚染物質、それから温室効果ガス、そして最終処分する

廃棄物、そういうものの量が一体どれぐらい変わるのかということを調

べてみました。この表の左の方は準備書に示されているデータですけれ

ども、それを基にして、どれぐらい量が増えるのかを私自身が推算した

ものが、一番右のこの欄です。現行に比べて何倍になるのかということ

を調べたものです。黄色のところは大気汚染物質、最後は、ダイオキシ

ンのところが 40倍になっています。今、公述されていて、皆さん 60倍

の方が多かったんですけど、実は、この燃焼ガス量は書かれているの

が、場所場所で皆、その中の酸素濃度が違うので調整する必要があっ

て、それは、およその調整をしますと、こんなふうに、実際でも 40倍

にもなる。ほかの汚染物質もこんなふうになります。それから、温室効

果ガスの燃焼ガス量だと４倍になるし、全体でも 1.7倍になります。廃

棄物の量は、現在の仕組みのデータは準備書にはないので、比較はして

いません。ということで、環境悪化のリスクは増大せざるを得ないと思

います。準備書には、拡散モデルで濃度予測をして、濃度は十分広く拡

散するので問題ないと言っていますけれども、しかし、最近のＷＨＯな

んかの出された大気汚染の指針値を見ますと、現地周辺は今でも大体そ 

現行施設と比較すると新規焼却炉の能力が上がりますが、これらを踏

まえてダイオキシン類を含む大気汚染物質について、周辺環境への影響

予測を行った結果、環境基準等の達成と維持に支障を及ぼさないものと

評価しています。 

さらに、今回計画している施設の稼働後においては、排ガスによる大

気質のみならず、他の環境項目についても併せて環境保全措置を講じる

ことで、周辺への環境負荷を低減し、周辺環境に十分配慮した事業とな

るよう努める所存です。 

また、温室効果ガスについては、廃棄物の焼却に伴う排出量は増加し

ますが、一方で、エネルギー使用の面では、熱回収により発電した電気

を自社施設に利用するなどにより排出量の削減に貢献することになりま

す。 

温室効果ガスの削減に向けては、マテリアルリサイクルなどの資源の

再生利用も進めていく必要があり、和泉市での事業のみならず、当社グ

ループ全体において、これまで以上に資源の再生利用に取り組んでいく

所存です。 

燃やせるものは燃やすという考えではなく、再生利用できるものは再

生利用に回し、その後に残った汚れが多い等のどうしても再生利用に回

せないもののうち、不燃物を除いたものを焼却します。詳細な内容につ 



45 

 

№ 公述意見 事業者の見解 

8 

のレベルの汚染濃度になっていますので、これ以上の汚染を増やすとい

うのは、現に慎むべき、避けるべきだと思います。こんなふうに汚染物

質が色々増える一番の原因は、このストーカ炉を導入して、燃やせるも

のは皆燃やすという、その意識が一番重要な原因になっています。それ

が２つ目です。 

いては、P9～11に詳しく説明しておりますので、こちらをご参照くださ

い。 

 ３つ目の災害対応ですけれども、この持続可能な社会のために、今、

自然災害対応も必要だということになるんですけれども、単に地震だけ

でなくて、洪水とか土砂崩れとかいう考えも必要だと思います。それ

で、地震に関して言うと、焼却炉などの施設本体に関しては準備書でも

触れられています。しかし、地震で強くするためには、この新しい施設

は発電なんかも行いますので、全体が配管のネットワークのようになっ

ています。ですので、それ対応の耐震性というものを考える必要がある

と思います。 

 それから、それと別にして出てきた燃え殻とかばいじんとか、そうい

う不燃廃棄物を同じ事業者が最終処分場を持っていて、そこを使うわけ

ですので、全体を一体に見て耐震性とかを検討する必要があると思いま

す。しかし、そういう記述が見当たりませんので、ぜひ考えてほしいと

思います。 

 以上をまとめますと、資源回収というのは専ら熱回収事業でして、循

環社会の課題である廃棄物の削減というのでは、この事業では期待でき

ません。 

 それから、環境問題は大気汚染物質や温室効果ガス、最終処分を要す

る廃棄物など、現行施設と比べて増加します。さらに、石綿には対応で

きなくなるし、ダイオキシンに対する対策は劣化します。という意味

で、環境悪化のリスクはかえって大きくなると思います。 

事業計画地を含む周辺地域は、ハザードマップの洪水及び土砂崩れの

警戒区域等ではないため、環境配慮事項として選定しませんでした。 

また、本事業における地震への対応に関しては、耐震性能の確保や施

設全体の処理設備ごとに分棟、機器に応じて独立基礎、非常用発電機の

設置の対策を講じる計画としています。 

当社の既存の最終処分場の耐震性については、廃掃法上、地震力に対

して構造耐力上安全であることが最終処分場の構造基準の一つとなって

います。当社グループの最終処分場については、耐震性に関する調査・

設計を行い、所管行政庁の審査をクリアした上で、処分場を整備し運営

しています。また、災害への対応についても、廃掃法において災害防止

のための計画を定めることになっており、処分場の整備に係る、切土・

盛土計画、法面の崩壊防止計画、洪水及び土砂流出防止計画等を立て、

審査をクリアしています。 

ご意見にありますとおり、当社としても地震や災害への対応は重要な

ものと認識しており、平常時からの安全対策はもとより、非常時におい

ても周辺環境への影響がないよう対応していきます。 
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 それから、３つ目の耐震施設と災害耐性は極めて重要ですけど、最終

処分場も併せて、ぜひその辺の検討を行うべきだと思います。 

 

 従って、この新施設では事業の目的の達成は難しいと結論せざるを得

ません。主な原因は、繰り返しますが、220トンのストーカ式燃焼炉

で、燃やせるものは皆燃やすという。そして、4,810キロワットの発電

を行うという点に原因しています。準備書によりますと、ガス化改質炉

は資源の循環とか、あるいは石綿、ダイオキシンに対する対策という意

味では優れています。これと比べれば、新しい施設は高度化というんで

すけれども、実際は後退と言わざるを得ないと思います。ガス化改質炉

は保守点検などで手間がかかるのかもしれません。しかし、事業者は 19

年前、この技術を採用して運用実績を積んできています。ガス化改質

炉、あるいはそれと同等の方式を考えて、ぜひそういう代替案を検討す

べきではないかと思います。 

 以上で終わります。 

事業の目的である「社会インフラの強靭化」を図るためには、周辺環

境への影響として環境基準等の達成と維持に支障を及ぼさないことを前

提の上、ガス化改質炉と比べてストーカ方式が最適であると考えていま

す。 

その理由については、P29～31に詳しく説明しておりますので、こち

らをご参照ください。 

9 

 和泉市府中町在住の Iと申します。よろしくお願いいたします。私は

あんまり専門的な知識がないもので、あらかじめ用意しておいた原稿を

読み上げて公述とさせていただきます。 

 私は、大栄環境株式会社が計画する「テクノステージ和泉」内におけ

る「和泉エネルギープラザ整備事業」に反対です。 

 理由は、産業廃棄物処理量が、95トンから１日 220トンへと、約 2.3

倍化することに対する、生活環境への悪影響および健康への被害が懸念

されるからです。特に、施設概要の比較では、ダイオキシン類の濃度

が、現在の施設では 0.01ナノグラム以下から、計画の施設では、法令

による環境基準値のぎりぎりの 0.1ナノグラムへと、10倍化される計画

となっています。これは、コストの軽減を目的に、産業廃棄物の焼却温 

事業の目的である「社会インフラの強靭化」を図るためには、周辺環

境への影響として環境基準等の達成と維持に支障を及ぼさないことを前

提の上、ガス化改質炉と比べてストーカ方式が最適であると考えていま

す。 

その理由については、P29～31に詳しく説明しておりますので、こち

らをご参照ください。 

なお、現行施設と比較すると新規焼却炉の能力が上がりますが、これら

を踏まえて周辺環境への影響予測を行った結果、環境基準等の達成と維

持に支障を及ぼさないものと評価しています。 

さらに、今回計画している施設の稼働後においては、排ガスによる大

気質のみならず、他の環境項目についても併せて環境保全措置を講じる 
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度を下げることが原因と思料されますが、これでは施設の改善どころ

か、施設の改悪にほかなりません。 

ことで、周辺への環境負荷を低減し、周辺環境に十分配慮した事業と

なるよう努める所存です。 

 なお、環境省のホームページの説明によりますと、環境基準とは「維

持されることが望ましい基準であり、行政上の政策目標」とされていま

す。 

 環境基準は便宜上設定されたものであって、決して安全基準ではあり

ません。また、環境基準は濃度規制であって、総量規制でもありませ

ん。１日 24時間、年間 320日、毎日 220トンもの産業廃棄物の焼却炉

から出る排ガスは、想像を絶する量が予想されます。これは、私たちが

居住する泉州地域の環境、強いては、健康に関わる大問題であり、とて

もではありませんが、賛成するわけにはいきません。 

 世界的には、ベトナム戦争で使われた枯葉剤の中に含まれていたダイ

オキシンが問題になり、アメリカやヨーロッパでは、ごみの焼却によっ

てダイオキシンが発生するからと、ごみの処理においては、焼却はなる

べく行わない方向に進んでいると聞いています。にもかかわらず、近畿

各地から産業廃棄物を集めてきて、わざわざ和泉で燃やす意味が理解で

きません。産廃処理量の倍化に伴う搬入出時の交通量の増加も、大型ト

ラックの渋滞や排ガスが懸念されます。大栄環境株式会社が焼却炉をス

クラップ・アンド・ビルドで施設を改悪の上、巨大化するのは権利なの

でしょうか。そんな権利があるのでしょうか。 

環境基準は、“人の健康の保護”及び“生活環境の保全”のうえで維

持されることが望ましい基準として国が設定したものです。環境基準を

達成するために、工場等からの排出ガスや排水について、各法令により

規制基準が設定されています。 

現行施設と比較すると新規焼却炉の排ガス量、事業関連車両の台数が

多少増えますが、これらを踏まえて周辺環境への影響予測を行った結

果、環境基準等の達成と維持に支障を及ぼさないものと評価していま

す。 

さらに、今回計画している施設の稼働後においては、排ガスによる大

気質のみならず、他の環境項目についても併せて環境保全措置を講じる

ことで、周辺への環境負荷を低減し、周辺環境に十分配慮した事業とな

るよう努める所存です。 

 私はそもそも、生活環境や住民の健康に多大な影響を及ぼすような事

業を、営利を目的とする民間企業に委ねること自体が間違いだと思って

います。営利を目的とする民間企業には住民の健康を守る義務がないと

は思いませんが、国や自治体よりは利益優先で、希薄になることがある

と思われます。新自由主義経済の下、何でも民活がもてはやされる時代 

新規焼却炉は、施設の稼働後も適正な維持管理が行われているか、行

政による立入検査等により定期的に確認され、違反があれば、直ちに行

政から指導されることになります。 

当社としては、今後の行政手続き、施設稼働後の事後調査結果及び維

持管理情報の公表、並びに当社グループの各活動等を通して、住民等の 
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ではありますが、もう一度原点に立ち返り、考え直す必要があると思い

ます。焼却炉の稼働中における排ガス濃度の基準値の順守についてもし

かりです。不正を否とする行政であれば信頼性は高いと思いますが、民

間企業となると不安です。 

 あれこれ言いましたが、何はともあれ、産業廃棄物焼却施設の改悪事

業および当該施設の稼働に伴う排ガスによる生活環境への悪化、健康被

害の脅威から、「和泉エネルギープラザ整備事業」に反対します。併せ

て、このような事業は行政の手で行うべきことを強調して発言を終わり

ます。 

皆さまからの信頼を得ながら、当社の事業に対し少しでも安心していた

だけるよう努める所存です。 

 

以上 


